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１．放射性物質の特性等

図 1 1 1：主な放射線の透過力と被ばくの特徴

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

（１）放射性物質の特徴

種　類 実　体 透　過　力

アルファ
（α）線

陽子 2個と
中性子 2個
からなる粒子

極めて小さい
　紙 1枚で止められる。

ベータ
（β）線 電　子

小さい
　厚さ数mmのアルミニウムやプラスチックで止め
られる。

ガンマ
（γ）線 電磁波

大きい
　鉄、鉛など密度の大きい物質や厚いコンクリート
で止められる。

中性子線 中性子
大きい
　水やコンクリートなどの水素の多い物質で止めら
れる。
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１．放射性物質の特性等

図 1 1 2：放射線 ･放射能 ･放射性物質

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

私たちが一口に放射線と呼んでいるものには、エックス線や宇宙線など色々な種類がありますが、
原子力防災において重要な放射線は放射性物質から放出される放射線です。放射性物質とは放射線を
出す能力すなわち「放射能」をもつ物質のことです。
放射性物質、放射線及び放射能の関係をランタンに例えると、「ランタン」が放射性物質に、ラン
タンから出る「光」が放射線に、そして、ランタンの「光を出す能力」が放射能に対応します。
「放射線」と「放射能」はよく似た言葉ですが、意味が異なるので注意する必要があります。例えば「放
射能漏れ」という表現がしばしば用いられますが、正しくは「放射性物質漏れ」のことで、放射線が
漏れる「放射線漏れ」とは異なります。
ベクレル（Bq）からシーベルト（Sv）に換算するには、放射性核種毎の換算計数を用いる必要が
あります。主な放射性核種の 1cm線量当量率定数は次のとおりとなります。

点状線源による線量率計算のための 1cm線量当量率定数〔μ Sv･m2･MBq 1･h 1〕
核種名 1cm線量当量率定数 核種名 1cm線量当量率定数
22Na 0.333 131I 0.0650
24Na 0.492 137Cs 0.0927
59Fe 0.171 192Ir 0.139
60Co 0.354 226Ra 0.251
95Zr 0.117 235U 0.0278
106Ru 0.0331 241Am 0.00529

アイソトープ手帳　10 版、（社）日本アイソトープ協会（2002）
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 1：放射能と放射線の主要単位

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

表 1 1 2：放射線に関する単位の旧単位から新単位への換算方法

物理量 SI 単位の名称 SI
基本単位 旧単位

放射能の単位 放射能 Bq
（ベクレル）

q s 1
（※ 1）

Ci（キュリー）
1 [Ci] = 3.7 × 1010 [Bq]

放射線の単位

吸収線量 Gy
（グレイ）

y J/kg rad（ラド）
1 [rad] = 0.01 [Gy]

等価線量 Sv
（シーベルト） J/kg

rem（レム）
1 [rem] = 0.01 [Sv]

参考 : 照射線量 RCレントゲン（※ 2）実効線量

汚染の単位 汚染密度 Bq/cm2 s 1/cm2
Ci/cm2

1 [Ci/ cm2] = 3.7 × 1010 [Bq/ cm2]

cps・cpm（※ 3）

（例）放射能のCi から Bqへの換算：5Ci は、5×（3.7 × 1010）＝ 1.85 × 1010 Bq となります。
　 実効線量の remから Sv への換算：5remは、5× 0.01 ＝ 0.05Sv となります。

※ 1：s 1 は、1/s に相当し、1秒間あたりの原子核が壊変する個数で、ベクレルに相当します。

※ 2：レントゲン（R）（照射線量）は、γ線やX線が空気中の原子や分子をどのくらい電離するかを現します。

　　時間あたりのレントゲン（R/h）（照射線量率）は、Sv/h に相当し、1 R/h はおおよそ 10mSv/h（0.01Sv/h）

に相当します。

※ 3：cps や cpmは、1秒間（1分間）に測定器が計測した数です。汚染密度は、cps（cpm）から計算式で Bq/cm2

に換算します。例えば、GM計数管式表面汚染検査用サーベイメータの日立アロカメディカル製のTGS 146 や

TGS 136 等では 40,000cpmは、120Bq/cm2 に相当します。

（２）放射線と放射性物質
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 3：SI 接頭語
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 4：危険度による放射性物質の分類

危
険
度

階級 核　　　　　　　　　　種

極
め
て
高
度

1

Pb-210
Th-227
U-233
Pu-241
Cm-244

Po-210
Th-228
U-234
Pu-242
Cm-245

Ra-223
Th-230
Np-237
Am-241
Cm-246

Ra-226
Pa-231
Pu-238
Am-243
Cf-249

Ra-224
U-230
Pu-239
Cm-242
Cf-250

Ac-227
U-232
Pu-240
Cm-243
Cf-252

高

度
2

Na-22
Co-60
Ag-110m
Te-129m
Cs-137
Tb-160
Bi-207
Pa-230

Cl-36
Sr-89
Cd-116m
I-124
Ba-140
Tm-170
Bi-210
Th-234

Ca-45
Sr-90
In-114m
I-126
Ce-144
Hf-181
At-211
U-236

Sc-46
Y-91
Sb-124
I-131
Eu（13y）
-162
Ta-182
Pb-212
Bk-249

Mn-54
Zr-95
Sb-125
I-133

Ir-192
Ra-224

Co-56
Ru-106
Te-127m
Cs-134
Eu-154
Tl-204
Ac-224

中

等

度

3

Be-7
P-32
Sc-47
Fe-52
Ni-65
As-74
Kr-87
Y-93
Tc-97m
Rh-105
Cd-115
Te-127
I-134
La-140
Nd-149
Eu-166
Er-169
W-185
Os-191
Pt-197
Hg-203
Bi-212

C-14
S-35
Sc-48
Fe-55
Cu-64
As-76
Rb-86
Zr-97
Tc-97
Pd-103
In-115m
Te-129
I-136
Ce-141
Pm-147
Gd-153
Er-171
W-187
Os-193
Au-196
Tl-200
Rn-220

F-18
Ar-41
V-48
Fe-59
Zn-65
As-77
Sr-85
Nb-93m
Tc-99
Pd-109
Sn-113
Te-131m
Xe-135
Ce-143
Pm-149
Gd-159
Tm-171
Re-183
Ir-190
Au-193
Tl-201
Rn-222

Na-24
K-42
Cr-51
Co-57
Zn-69m
Se-75
Sr-91
Nb-95
Ru-97
Ag-105
Sn-125
Te-132
Cs-131
Pr-142
Sm-151
Dy-165
Yb-175
Re-186
Ir-194
Au-199
Tl-202
Th-231

Cl-38
K-43
Mn-52
Co-58
Ga-72
Br-82
Y-90
Mo-99
Ru-103
Ag-111
Sb-122
I-130
Cs-136
Pr-143
Sm-153
Dy-166
Lu-177
Re-188
Pt-191
Hg-197
Pb-203
Pa-233

Si-31
Ca-47
Mn-56
Ni-63
As-73
Kr-85m
Y-92
Tc-96
Ru-105
Cd-109
Te-125m
I-132
Ba-131
Nd-147
Eu（9.2h）
-152m
Ho-166
W-181
Os-185
Pt-193
Hg-197m
Bi-206
Np-239

低

度
4

H-3
Ge-71
Nb-97
Xe-131m
Os-191m
U-238

O-16
Kr-85
Tc-94m
Xe-133
Pt-193m
U（Nat）

Ar-37
Sr-85m
Tc-99m
Cs-134m
Pt-197m

Co-54m
Rb-87
Rh-130m
Cs-135
Th-232

Ni-59
Y-91m
In-133m
Sm-147
Th（Nat）

Zn-69
Zr-93
I-129
Re-147
U-235

（IAEA Safety Series No.38 “Radiation Protection Procedures” 1973 Edition）
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 5：主な放射性核種の一般的性質

＊　critical organ：決定器官　生体の放射線による被ばくに際し、放射線に対する感受性と生体におけるそ
の機能の点で重要と考えられる器官。最も問題となる器官としては造血器官、生殖腺、眼の水晶体、皮膚
等があげられる。
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 6：放射性核種の種類と放出放射線の種類（1/2）
核　種 放射線 核　種 放射線 核　種 放射線 核　種 放射線 核　種 放射線
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 6：放射性核種の種類と放出放射線の種類（2/2）
核　種 放射線 核　種 放射線 核　種 放射線 核　種 放射線 核　種 放射線

（注）β＋は陽電子を表し、β＋壊変は原子核の中の陽子が中性子に変わってβ＋（陽電子）を放出する。
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１．放射性物質の特性等

表 1 1 7：アイソトープ利用方法の分類

（３）日常生活と放射線
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１．放射性物質の特性等

図 1 1 3：放射性被ばくの早見図

（出典：（独）放射線医学総合研究所）
図 1 1 4：自然放射線の空間放射線量率　ナノグレイ /時（ミリシーベルト /年）

・実効線量への換算には 0.7 シーベルト /グレイを使用

平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

　私たちは、日常生活の中でどこにいても宇宙や大地からの放射線、そして体内に摂取された食物を
通じて放射線を受けています。これらは自然放射線と呼ばれます。
　自然放射線の量は、地域によって差があります。日本国内でも、関東地方や東北地方では 0.81 ～
1.06mSv/ 年、関西地方や中国地方等の花崗岩地帯では 1.01 ～ 1.19mSv/ 年と差があります。外国で
はイラン、ブラジル、インド、中国の一部の地域で高いことが知られており、ブラジルのガラパリで
は、日本の約 10 倍被ばくすることになります。

資料１　放射線の基礎知識

3 － 122

資
料
編

第Ⅲ編.indd   122第Ⅲ編.indd   122 2014/03/19   14:24:052014/03/19   14:24:05



２．放射線の人体への影響等

図 1 2 1：自然及び人工放射線源から受ける一人あたりの年間線量

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

図 1 2 2：日常生活における被ばく（年間）

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

（１）日常生活における年間線量
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２．放射線の人体への影響等

表 1 2 1：我が国の放射線業務従事者の線量限度
区　分 実効線量限度（全身） 等価線量限度（組織・臓器） 根拠法令※４

放
射
線
業
務
従
事
者

平常時

100mSv/5 年※ 1

かつ
50mSv/ 年※2

眼の水晶体　150mSv/ 年※2

皮膚　500mSv/ 年※ 2
電離則

人事院規則
炉規法

障害防止法

妊娠可能な女性
5mSv/3 月間※3 妊娠中の女性　2mSv

（出産までの間の腹部表面）妊娠中の女性　1mSv
（出産までの間の内部被ばく）

緊急
作業時

100mSv
眼の水晶体　300mSv

皮膚　1Sv

電離則
人事院規則
炉規法
障害防止法

一
般
公
衆
平常時 1mSv/ 年※2 眼の水晶体　15mSv/ 年※2

皮膚　50mSv/ 年※2 炉規法

（注）上記の数値は、外部被ばくと内部被ばくの合計線量
自然放射線及び医療行為による被ばくは含まない。

※ 1　平成 13 年 4 月 1 日以降 5年毎に区分
※ 2 　4月 1日を始期とする 1年間
※ 3 　4月 1日、7月 1日、10 月 1 日、1月 1日を始期とする 3月間
※ 4　根拠法令
　　・電離則 : 労働安全衛生法（電離放射線障害防止規則）
　　・人事院規則
　　・炉規法 : 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
　　・障害防止法 : 放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（２）被ばく線量限度
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２．放射線の人体への影響等

表 1 2 2：ガンマ線急性吸収線量のしきい値

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

図 1 2 3：急性放射線症の病期

平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）
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２．放射線の人体への影響等

図 1 2 4：放射線の人体への影響

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

1895 年の放射線（X線）の発見に引き続き、1896 年には放射性物質が発見されました。これらが
公園の見世物や医療の現場で使われるようになると、ほぼ同時期から放射線の使用している人たちに、
放射線を受けたことが原因で考えられる障害が見られるようになりました。
放射線の人体へ及ぼす影響は、放射線を受けた本人に現れる身体的影響と、放射線を受けた本人に
は現れませんがその子孫に現れる遺伝性影響です。
身体的影響は、さらに、急性障害（皮膚紅斑、脱毛、不妊など）、胎児発生の障害（精神遅滞）及
び晩発障害（白内障、白血病、がん）の三つに分けられます。
遺伝性影響については、人間では、広島・長崎の原爆被ばく生存者の方々から生まれたお子さんに
ついて、様々な指標を用いて調査が行われていますが、現在までに遺伝性影響は確認されていません。
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２．放射線の人体への影響等

図 1 2 5：外部被ばく、内部被ばく、汚染

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

被ばくについて
①　体から離れたところにある放射性物質（線源）からの放射線により被ばくすることを「外部被
ばく」といい、全身被ばくと局所被ばくがあります。
②　吸入・飲食・傷口により放射性物質が体の中に入り、体に取り込まれた放射性物質からの放射
線により被ばくすることを「内部被ばく」といいます。本人及び周りの人々が被ばくする場合が
あります。

汚染について
①　体の表面や衣服に放射性物質が付着することを「体表面汚染」といいます。また、傷口に（創
傷部）に放射性物質が付着することを損傷汚染といい、体の中に放射性物質を取り込んだ状態を
体内汚染といいます。
②　体の表面や衣服に付着した放射性物質から被ばくする可能性があります。

（３）放射線防護の考え方
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２．放射線の人体への影響等

１．外部被ばくの防護
　　外部被ばくから身体を護るためには、次の 3つの方法を組み合わせて行います。

図 1 2 6：外部被ばくの防護

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

①　放射性物質からできるだけ離れること（距離）
　　放射性物質から離れれば離れるほど受ける放射線の量は低くなります。これは、電灯の光が
離れれば離れるほど暗くなっていくのと同様です。その割合は、距離の比の二乗に反比例しま
す。つまり、放射性物質から距離が 2倍になると受ける線量は 1/4 になります。

 

②　放射線を遮ること（遮へい）
　放射線は物質中を透過するとき、自分のエネルギーをその物質に与えるため弱くなります。γ
線に対する遮へいは鉛やコンクリートなど密度の大きなものが有効です。中性子線は、水やパラ
フィンなど水素を多く含むものが有効です。

③　放射線を受ける時間を短くすること（時間）
　放射線を受ける量は、1時間あたりの線量が高いところに長く居るほど高くなります。したがっ
て、その場所にいる時間を短くすることにより放射線を受ける量を減らすことができます。
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２．放射線の人体への影響等

２．内部被ばくの防護
放射性物質が体内に入る経路には、呼吸によるもの、経口によるもの、傷口から浸入するものの
3通りがあります。
呼吸からの放射性物質の体内への取り込みを防ぐには、マスクなどの呼吸保護具を使用し、放射
性物質を含んだ空気をフィルターで浄化します。
経口からの放射性物質の体内への取り込みを防ぐには、放射性物質が付着した食物を食べない、
放射性物質が混入した飲料水を飲まないようにします。また、放射性物質で汚染した区域では、喫
煙や化粧も避ける必要があります。
傷口からの放射性物質の体内への取り込みを防ぐには、大きな傷がある人は、汚染した区域での
活動を避けることや活動中に怪我をした場合は、速やかに汚染した区域から退出し傷口の汚染検査
を行います。

３．汚染の防護
汚染を防護するためには、防護服を着用します。体表面に汚染があると内部被ばくの原因となり
ます。
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１．施設の種類と特性

表 2 1 1：施設の分類
施設の
分類 施設の種類 施設の説明等

原子力
施設

発電用原子炉施設 原子力発電所
研究開発段階炉（もんじゅ）

試験研究用等原子炉施設 臨界実験装置を含む
精錬施設 ウラン、トリウム等の精錬
加工施設 核燃料の転換、核燃料の濃縮、核燃料の製造
再処理施設 使用済核燃料の再処理
使用施設 核燃料物質等の使用
廃棄埋設施設
廃棄管理施設

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理施設
低レベル放射性廃棄物埋設施設

使用済燃料貯蔵施設 使用済核燃料の貯蔵

放射性同
位元素等
取扱施設

放射性同位元素（RI）使用施設
（詰替施設、貯蔵施設、廃棄施設、
廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設）

大学、病院、研究所等でのRI の使用

放射線発生装置使用施設 リニアック、サイクロトロン等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：原子炉等規制法、放射線障害防止法）

表 2 1 2：施設の取扱又は内蔵放射性物質の種類と量

施設の種類 主要放射性物質の種類 取扱量又は
内蔵量

発電用原子炉 核分裂生成物（ＦＰ） 極大
試験研究用等原子炉施設 核分裂生成物（ＦＰ） 大
精錬施設 イエローケーキ（Ｕ３Ｏ８） 中
加工施設 ウラン（ＵＦ６、ＵＯ２） 中

再処理施設 核分裂生成物（ＦＰ）、ウラン、プ
ルトニウム 極大

使用施設 ウラン、プルトニウム 極小～中
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理施設 核分裂生成物（ＦＰ） 極大
低レベル放射性廃棄物埋設施設 Ｃｏ、Ｃｓ、Ｓｒ 極小～大
使用済燃料貯蔵施設 核分裂生成物（ＦＰ） 極大
放射性同位元素（RI）使用施設 密封RI、非密封 RI 極小～中
放射線発生装置使用施設 加速器、放射化物 極小～大

注）取扱量又は内蔵量は、あくまでも定性的なもので、極小、小、中、大、極大に分類した。

（１）施設の種類と特性

資料２　活動の基礎知識
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１．施設の種類と特性

図 2 1 1：原子力発電所の区域区分

（出典：原子力・エネルギー図面集　2013　日本原子力文化振興財団）

原子力施設等で火災・爆発等の災害が発生したとの通報があった場合、災害・事故の特性として、
発生箇所が管理区域内か外か、また、放射性物質又は放射線の放出がないかを確認する必要がありま
す。それによって、携行する放射線防護装備が異なります。
事故の概要が不明な段階では、放射性物質又は放射線の放出があるものと見なして活動するものと
します。
また、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第 10 条に規定される事象や同法第
15 条の規定により内閣総理大臣から原子力緊急事態宣言が発出された場合には、当該市町村の地域
防災計画の定めに従い活動します。

１．施設の種類
発電用原子炉施設、試験研究用等原子炉施設、加工施設、再処理施設、使用施設、廃棄物埋設施
設、廃棄物管理施設、使用済燃料貯蔵施設があります。
２．管理区域に係る規制の概要
原子力施設には、管理区域、保全区域（原子力発電所の一部の施設に適用）及び周辺監視区域が
定められています。
⑴　管理区域
管理区域は、その区域内に常に立ち入る者の滞在時間を基にして線量率の区分けが行われてい
ます。また、加工施設の管理区域は上記と同様に設定されていますが、取扱う核燃料物質等が非
密封状態であるか密封状態であるかによって、それぞれ第 1種管理区域及び第 2種管理区域に区

（２）原子力施設の特性等
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１．施設の種類と特性

分されています。
管理区域の状態を連続的に把握監視する手段として、エリアモニタ、ダストモニタ等の固定放

射線監視設備が設置され、中央制御室にて連続監視されています。表面汚染密度については、定
期的に確認が行われています。
汚染のおそれのある区域の出入口には更衣設備が設けられ、汚染防護衣類などの着脱、汚染検

査等が行われます。
なお、原子力発電所では、管理区域を線量率、表面汚染密度、空気中放射性物質濃度により区

分しており、区分の基準及び呼称は全電力会社で統一が図られています。汚染区域 B～ Dの区
域を管理区域と呼び、また、線量率区分 3と汚染区域Dの区域は立入制限措置が行われています。
⑵ 保全区域
保全区域は、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする施設の周辺で管理区域以外のと
ころが設定され、標識の掲示、人の立入制限、物品の持出制限等の措置が講じられています。
⑶　周辺監視区域

周辺監視区域は、通常は原子力施設敷地境界に設定され、居住禁止、立入制限等の措置が講じ
られています。

表 2 1 3：原子力発電所の管理区域区分の例

注）表面汚染密度の基準値は、原則としてスミア法による値とする。
　　空気中の放射性物質濃度については、60Co とする。
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１．施設の種類と特性

図 2 1 2：管理区域等に設置されている標識（原子力施設）
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１．施設の種類と特性

表 2 1 4：放射性同位元素等の種類と危険性

区　分 被ばくの
危険性

汚染の
可能性 その他留意点

密封された
放射性同位元素 小～大 極小

大（開封・破壊）
照射装置の線源格納状態の確認
（大量の被ばくの可能性）

密封されていない
放射性同位元素 中 大 排気ダクトあり

（貯蔵室も含む）

放射線発生装置 小 小 高圧電源
放射性同位元素装備機器 極小 極小

１．密封された放射性同位元素（RI）
①　密封線源
通常の使用状態（一般におこりうる誤操作を含む）では、開封又は破壊される恐れはない。また、

漏洩、浸透等により散逸して汚染する恐れもない。ただし、開封又は破壊があった場合は、密封
されていないRI として取り扱うこと。
②　照射装置
大量のRI を内蔵している装置もあり、不測の事故でRI が格納されていない状態では、放射線

被ばくにより生命の危険を伴う可能性があるため、最も注意が必要。
２．密封されていない放射性同位元素（RI）
①　気体、液体、固体状で存在。
②　液体状が一番多く使用されている。
③　ガラス瓶等に入っているため割れやすい。
④　使用するフード等は、排気ダクトに接続されている。
３．放射線発生装置
①　使用中は、放射線が発生している。
②　設置部屋は、その放射線の遮へいのために厚いコンクリート壁等を使用している。
③　電源を遮断すれば放射線の発生は止まるが、ごく一部の装置では停止直後に若干の残留放射線
の影響がある。
④　高圧電源を使用しているので注意が必要である。

表 2 1 5：放射性同位元素等の取扱施設において主に取り扱われている危険物

品　名 形状 危険物の区分
消火方法

耐ｱﾙｺｰ
ﾙ泡 泡 ＣＯ２ 粉末

エタノールアミン 液体 第 4類、第 3石油類 ○ ○ ○ ※ 1
キシレン 液体 第 4類、第 2石油類 ○ ○ ○ ○ ※ 2
ジオキサン 液体 第 4類、第 1石油類 ○ ○ ○ ※ 1
トルエン 液体 第 4類、第 1石油類 ○ ○ ○ ○
メタノール 液体 第 4類、アルコール類 ○ ○ ○

　※ 1　水噴霧も有効
　※ 2　少量の場合は、水噴霧で消火可能

（３）放射性同位元素等取扱施設の特性等
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１．施設の種類と特性

写真 2 1 1：密封線源（例）

写真 2 1 2：非密封線源（例）

1 3：放射線発生装置（例）

① 60Co 医療用大線源
② 198Au 医療用線源
③ 192Ir 医療用線源
　（先端部が線源）
④ 192Ir 非破壊用線源
　（左側の先端部が線源）
⑤ 60Co 工業用小線源
⑥ 60Co 照射用大線源

3H、14C、32P 等の標識化合
物を収納したバイヤル

直線加速装置（ライナック）
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１．施設の種類と特性

図 2 1 3：γ線照射施設（例）
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１．施設の種類と特性

図 2 1 4：放射性同位元素等取扱施設に設置されている標識
放射線施設

分類 標識を付け
る 施 設 等 区　　　分 標　　　　識　　　　例 大　き　さ 標識を付ける箇所

ア

使用施設機
会設置施設

放射性同位元素
又は表示付放射
性同位元素装備
機器又は放射性
発生装置を使用
する室

放射能標識は、
半 径 10cm 以
上とする

ＲＩ又は表示付放射
性同位元素装備機器
又は放射性発生装置
を使用する室の出入
口又はその付近

イ

詰 替 施 設 放射性同位元素
の詰替えをする
室

同　　上 ＲＩの詰替をする室
の出入口又はその付
近

ウ

廃 棄 物 詰
替 施 設

放射性同位元素
の詰替えをする
室

同　　上 ＲＩの詰替をする室
の出入口又はその付
近

エ

廃 棄 施 設 廃 棄 作 業 室 同　　上 廃棄作業室の出入口
又はその付近
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１．施設の種類と特性

分類
標識を付け
る 施 設 等

区　　　分 標　　　　識　　　　例 大　き　さ 標識を付ける箇所

オ

使 用 施 設
詰 替 施 設
廃 棄 施 設

汚染検査室
は、12cm 以
上とする。

汚染検査室の出入口
又はその付近

カ

貯 蔵 施 設 貯蔵室又は貯蔵
箱 貯蔵室にあっ

ては半径10cm
以上とし、貯
蔵箱にあって
は 半 径 2.5cm
以上とする。

貯蔵室にあってはそ
の出入口又はその付
近、貯蔵箱にあって
はその表面

キ

貯蔵施設機
器設置施設

貯蔵施設及び機
器設置施設に備
える容器

半 径 2.5cm 以
上とする。

容器の表面

ク

廃 棄 物 貯
蔵 施 設

廃棄物貯蔵施設
に備える容器

同　　上

ケ

廃 棄 施 設 排 水 設 備
排水浄化槽に
あっては半径
10cm以上、廃
液処理装置に
場あっては半
径 ５cm 以 上
とし、放射能
表示は赤紫部
分の幅を２cm
以上に、かつ、
黄部分の幅を

放射能標識について
は排水浄化そうの表
面又はその付近（排
水浄化そうが埋没し
ている場合には当該
埋没箇所の真上又は
その付近の地上）及
び廃液処理装置、放
射能表示については
地上に露出する配水
管部分の表面
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１．施設の種類と特性

分類 標識を付け
る 施 設 等 区　　　分 標　　　　識　　　　例 大　き　さ 標識を付ける箇所

ケ

廃 棄 施 設 排 水 設 備 その２分の１、
青部分の幅を
その２倍とす
る。

コ

廃 棄 施 設 廃 棄 設 備 放射能標識は
半径５cm以上
とし、放射能
表示は赤紫部
分の幅を２cm
以上に、かつ、
黄部分の幅を
その２分の１、
白部分の幅を
その２倍とす
る

放射能標識について
は排気口又はその付
近に及び排気浄化装
置、放射能表示につ
いては排気管の表面

サ

同　　 上 保管廃棄設備 放射能標識は
半 径 10cm 以
上とする

保管廃棄設備の外部
に通ずる部分又はそ
の付近

シ

廃 棄 施 設 保管廃棄設備に
備える容器及び
届出使用者が廃
棄を行う場所に
備える容器

放射能標識は
半 径 2.5cm 以
上とする

容器の表面
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１．施設の種類と特性

分類 標識を付け
る 施 設 等 区　　　分 標　　　　識　　　　例 大　き　さ 標識を付ける箇所

ス

使 用 施 設
貯 蔵 施 設
廃 棄 施 設

管理区域（届出
使用者の使用、
詰替え又は廃棄
の場所に係るも
のを除く。）の
境界に設けるさ
くその他の人が
みだりに立ち入
らないようにす
るための施設

放射能標識は
半 径 10cm 以
上とする

管理区域の境界に設
けるさくその他の人
がみだりに立ち入ら
ないようにするため
の施設の出入口又は
その付近

セ

機器設置施
設使用の場
所

届出使用者の使
用、詰替え又は
廃棄の場所に係
る管理区域

同　　上 同　　上
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１．施設の種類と特性

図 2 1 5：エックス線装置等を設置された部屋の入口
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１．施設の種類と特性

表 2 1 6：消防機関が考慮すべき事故と消防活動に際しての留意点（BWRの例）

Ｎ、Ｆ

Ｎ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

（４）考慮すべき事故と消防活動上の留意点
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１．施設の種類と特性

Ｆ

Ｎ

Ｎ

注１：網かけ部分は「管理区域」を意味する。

注２：発電所によって建屋の構造、施設、装置の配置・種類が異なることから、本表は個別に作成する必要がある。

注３：定期点検時等の場合、溶接機等の各種器材や紙、布、ビニールシート等の資材を様々な所で使用していること

から、現場指揮官からの情報・指示に従うことが重要である。

注４：防護レベル欄の記号の意味については、N：normal（通常）、P：poison（有毒）、F：fire（火災）である。
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１．施設の種類と特性

表 2 1 7：消防機関が考慮すべき事故と消防活動に際しての留意点（RI 等取扱施設の例）
１．火災
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１．施設の種類と特性

２．負傷事故（救助）
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１．施設の種類と特性

３．被ばく事故（救助）
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２．放射性物質の輸送

図 2 2 1：輸送容器（例）

六フッ化ウラン用

　　　　　二酸化ウラン用　　　　　　　　　　　　　　新燃料集合体輸送用

放射性物質の輸送事故の特殊性は、原子力施設のように発生場所が特定されず、輸送が行われる都
度に経路が特定され、原子力施設のように事故発生場所があらかじめ特定されないこと等の特殊性が
ある。

１．輸送物
放射性輸送物は、収納物の放射能量の少ない順に L型、A型、B型の 3つに区分され、その他に放

射能濃度が低い放射性物質（低比放射性物質や表面汚染物）で危険性の少ないものとして、IP 型が
定められている。また、臨界安全の確保が必要な輸送物「核分裂性輸送物」として区分されている。

（１）輸送物の特性
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２．放射性物質の輸送

⑴ 輸送容器と収納物
①　B型輸送容器
　　収納物の例：使用済燃料、MOX燃料、高レベルガラス固化体
②　A型輸送容器
　　収納物の例：新燃料、濃縮酸化ウラン、濃縮六フッ化ウラン、天然六フッ化ウラン
③　L型輸送容器
　　収納物の例：低レベル放射性廃棄物
④　IP 型輸送容器
　　収納物の例：低レベル放射性廃棄物、再処理後回収ウラン
⑵ 主な輸送物
①　使用済燃料
　　我が国では、船舶による海上輸送が主力であり、陸上輸送は浜岡原子力発電所の場合の数　
km等限られた輸送のみである。この陸上輸送は隊列を組んで、伴走車に護られている。

②　新燃料
　　堅牢輸送容器に新燃料は入れられており、輸送車両が万が一火災炎上しても容器の健全性は
担保するよう法令で試験が課せられている。また、仮に新燃料が外部に漏出したとしても、放
出される放射線は微弱なγ線であり、外部被ばくは考慮する必要はない。

③　放射性同位元素
　　L型、A型、B型などの輸送容器に収納され輸送されている。一部のものは宅配便などで輸
送されており、梱包の表面には放射能標識（L型輸送物以外）が貼付けられている。法令によ
り十分な安全性が保たれているが、特に非密封の線源の収納容器が破損したときの事故・火災
の場合、消防関係者は注意しなければならない。

２．輸送に係る書類等の携行等
⑴　核燃料物質等
　核燃料物質等の輸送においては、輸送物の種類に応じて輸送の際の留意事項、事故時の措置等
について記載した書類等の携行、専門家の同行が行われている。
　また、一般に核燃料物質の輸送にあたっては、必要な資機材を携行している。
⑵　放射性同位元素
　輸送物（L型輸送物以外）は、輸送の際の留意事項、事故時の措置等について記載した書類等
を携行している。
　また、B型輸送物の輸送にあたっては、専門家が同行し、必要な資機材が携行されている。
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２．放射性物質の輸送

図 2 2 2：核燃料物質等輸送隊列の例

　　

　　（注１）警備員が状況に応じて乗車している。
　　（注２）近距離の場合、運転者は各車１名の場合もある。

写真 2 2 1：核燃料輸送隊列の例1

写真 2 2 2：使用済燃料料陸上輸送
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２．放射性物質の輸送

表 2 2 1：核燃料物質の陸上輸送に係る携行される書類等
簡易運搬 車両運搬

書類の
携行

測定器、保護具
等の携行

専門家の
同行

書類の
携行

測定器、保護具
等の携行

専門家の
同行

L 型 輸 送 物 － － △ － － △
IP 型輸送物 ○ ○ △ ○ △ △
A 型輸送物 ○ ○ △ ○ △ △
BM型輸送物 ○ ○ ○ ○ ○ ○
BU 型輸送物 ○ ○ △ ○ △ △

　（事業所外運搬規則第 17 条第 5号、第 6号、車両運搬規則第 14 条、第 17 条）
注 1）　表中の○印は関係法令による義務づけを示し、△印は原子力事業者等が輸送に関し、実態として

又は必要に応じて（大量輸送の場合、特に取扱いに注意を要する場合）資機材の携行及び専門家の
同行が行われている旨を示す。

注 2）　簡易運搬とは、工場又は事業所の外における車両運搬以外の運搬（船舶又は航空機によるものを
除く）（例：人や台車等）

　　　　表 2 2 2：核燃料物質輸送の時の携行資機材の例
№ 品　　　名 数　　量
　〈共通資機材〉
1 サーベイメータ
空間線量率測定用
汚染検査用（含スミヤ用チップ）

1台注1）

1 台
2 立入制限区域設定用機材
ロープ
スタンド
標識

約 100m
1 式
1 式

3 化学消火器（ABC消火器） 各車　2個
4 拡声器 2個
5 発煙筒 各車　1個
6 赤旗 各車　2個
7 夜間信号用ランプ
赤色灯
懐中電灯（大型）

3個
各車　1個

8 簡易保護具 20 着注2）
9 ボロ（布ウエス） 約 2kg
10 ポリ袋 1式
11 ペーパーウエス 6箱
12 ゴム手袋 20 組注2）
13 オーバーシューズ 20 組注2）
14 フィルタマスク 20 個注2）
15 防塵メガネ 20 個注2）
16 ポリーシート 1本
17 ビニールテープ 1式
18 停止表示板 各車　1枚
19 無線機 1式
20 携帯電話 1台
21 個人被ばく測定器（予備）注3） 10 個注2）

〈UF6 用特殊資機材〉
22 防毒マスク 4個注2）
23 防護服 4着注2）
24 ガス検知器（HFガス） 1台
25 化学消火器（CO2 消火器） 2本

注 1）核分裂性輸送物の場合は、中
性子線量計（1 台／輸送）を含
むこと。

注 2）うち 10 個は消防機関等への貸
与用とすること。また、UF６用
特殊資機材についても必要に応
じて消防機関等への貸与用とす
ること。

注 3）現場において測定値が確認で
きるもの。

（２）輸送に係る書類等の携行等
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２．放射性物質の輸送

表 2 2 3：放射性物質等の陸上輸送に係る携行される書類等
簡易運搬 車両運搬

書類の
携行

測定器、保護具
等の携行

専門家の
同行

書類の
携行

測定器、保護具
等の携行

専門家の
同行

L 型 輸 送 物 － － － － － －
IP 型 輸 送 物 － － － ○ － －
A 型 輸 送 物 ○ － － ○ － －
BM 型輸送物 ○ ○ ○ ○ ○ ○
BU 型輸送物 ○ － － ○ △ △

　（ＲＩ車両運搬規則第 13 条、第 16 条）
注 1）　表中の○印は関係法令による義務づけを示し、△印は原子力事業者等が輸送に関し、実態として

又は必要に応じて（大量輸送の場合、特に取扱いに注意を要する場合）資機材の携行及び専門家の
同行が行われている旨を示す。

注 2）　簡易運搬とは、工場又は事業所の外における車両運搬以外の運搬（船舶又は航空機によるものを
除く）（例：人や台車等）

表 2 2 4：放射性輸送物のうちB型輸送物の携行資機材の例
№ 品　　　名 数　　量
1 サーベイメータ［ガンマ線用（電離箱又はGM式）］ 1台
2 ガラス線量計又はポケット線量計 各従事者毎
3 ゼブラロープ 50m
4 立入禁止標識 4毎
5 信号炎管 2個
6 パーキングスタンド 4本
7 ウエス 約 2kg
8 ポリ袋 50 枚
9 ペーパータオル 6箱
10 ビニールテープ 2個
11 消火器（ABC内容量 3.5kg） 2 本
12 停止表示板 1個
13 赤旗 1本
14 ゴム手袋・布手袋 各 5双
15 無線機 1台／各車
16 拡声器 1台
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２．放射性物質の輸送
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図 2 2 3：輸送物の標識

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

※輸送指数：運搬物の表面から 1 メートル離
れた位置における１㎝線量当量率の最大値
をmSv/h で表した値の最大値の 100 倍をい
う。

第 1類白標識
　表面の最大線量率が 5μ Sv/h 以下であ
り、かつ、輸送指数が 0のもの

第 2類黄標識
　表面の最大線量率が 500 μ Sv/h 以下で
あり、かつ、輸送指数が 1を超えないもの

第 3類黄標識
　表面の最大線量率が 500 μ Sv/h 超え、
かつ、輸送指数が 1を超えるもの

臨界安全指数
※上記標識の近接した個所に表示
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２．放射性物質の輸送

コンテナ標識
コンテナの場合は、コンテナの 4側面に

貼附する。

国連番号用副標識
大型コンテナに収納して国際複合一貫輸

送を行う場合、品名に応じた国連番号をコ
ンテナ標識の下半分又は国連番号用副標識
に記入してコンテナ標識の近くに貼附す
る。

車両標識
コンテナを積載した車両にあっては、車

両の両側面及び後面の見やすい箇所に車両
標識を貼附する。
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２．放射性物質の輸送

（1） L型容器の基準　　　　　　　　　　　　（2） A型輸送容器の基準

（3） B型輸送容器の基準

「アイソトープ輸送ガイド」
（日本アイソトープ協会）より

「アイソトープ輸送ガイド」
（日本アイソトープ協会）より

（３）輸送容器の試験条件（例）（参考）

「MOX燃料の海上輸送の安全確保」（国土交通省）より
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２．放射性物質の輸送

濃縮六フッ化ウラン（濃縮度 2～ 4％）
輸送物の
種類

A型（核分裂性）輸送物 輸送容器 炭素鋼製シリンダーに充填後、耐熱衝撃緩衝材を充
填した鋼製又はステンレス鋼製の保護容器に収納

防護レベル 救助事案：P
火災時案：FP

物理、
化学的性質

⑴ 化学式：UF６
⑵　常温、常圧で白色の揮発性固体、60℃で無色の気体である。
⑶　熱的に安定で、1600℃まで加熱しても分解しない。
⑷　水、空気中の水分と容易に反応し可溶性物質ができる。
⑸　酸素、空気及び乾燥空気とは反応しない。
⑹　空気中の水分と反応すると白色の霧状（粒子）のフッ化ウラニル（UO2F2）（固体）と
　　フッ化水素（HF）（気体）が発生する。
UF６（気体）＋ 2H2O（気体）⇒UO2F2（固体）＋ 4HF（気体）

⑺ 反応により生成したフッ化水素（HF）は、水に溶け発熱を伴い腐食性の強い刺激性の
　あるフッ化水素酸を発生する。
六フッ化ウラン（UF6）は反応が高く、特に水と激しく反応して、フッ化ウラニル（UO2F2）
とフッ化水素（HF）が生じる。
六フッ化ウラン（UF6）のガスは空気中の水分と急激に反応して、フッ化ウラニル（UO2F2）
　微粒子とフッ化水素（HF）ガスとなる。この時フッ化ウラニル（UO2F2）微粒子は白
煙状となるため、ごく微量の六フッ化ウランガスが大気中に漏洩した場合でも無風等
の条件がよければ確認が可能である。

放射線的
特性

濃縮六フッ化ウラン（UF6）の比放射性能は、濃縮度が 5％以下の場合は 1.2×104 ～ 1.2×
105Bq/gU 程度であり、放射性物質の中で最も低いものの一つである。
濃縮六フッ化ウランは、アルファ線、ベータ線、ガンマ線及び中性子線を放出するが、外
部被ばくに影響するガンマ線のエネルギーは低く、自己吸収もあるので外部放射線は、約
20 ～ 30 μ Sv/h 程度である。

化学毒性 濃縮六フッ化ウラン（UF6）は、放射性物質であるとともに「毒性及び劇物取締法」に規
定する毒物、（可溶性ウランの分類）に該当するとともに、水分との反応により発生するフッ
化水素（HF）は「毒性及び劇物取締法」の毒物、「労働安全衛生法」の特定化学物質・第
2類物質及び「高圧ガス取締法」の毒性ガスに該当する。またフッ化ウラニル（UO2F2）は
可溶性ウランではないため、毒劇物でないと言われているが放射性物質であるとともにフッ
化物であることから、該当法令を遵守して取扱う必要がある。

輸送実態 主な輸送経路
⑴　（海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→再転換工場
⑵　（濃縮工場）→車両輸送→再転換工場

備　考 漏洩時の留意事項
⑴　爆発性：核燃料物質自体は爆発の危険性はない。
⑵　可燃性：六フッ化ウラン（UF6）自体は燃焼せず発火もしない。容器自体は鉄鋼材及びステンレス

でできているので燃えることはない。
⑶ 水溶性：六フッ化ウラン（UF6）は水分と反応してフッ化ウラニル（UO2F2）の白煙と腐食性の強

いフッ化水素（HF）を発生する。前記の通り爆発性でも可燃性でもないが、火災に伴い
六フッ化ウラン（UF6）が漏洩している場合には風上でかつ遠方より噴霧注水を行うこと。

⑷　人体への影響：六フッ化ウラン（UF6）による人体への影響は次の 4種類に分類することができる。
　　　　・放射線の影響
　　　　・ウランの重金属による化学毒に伴う影響
　　　　・六フッ化ウラン（UF6）によるフッ素化反応またはフッ化ウラニル（UO2F2）による化学火傷
　　　　・フッ化水素による化学毒の影響

（４）輸送物別等の消防活動上の留意点
 ①　放射性物質収納物別
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２．放射性物質の輸送

①　放射線による影響
ア．外部被ばく
　濃縮六フッ化ウラン（UF6）は放出するガンマ線のエネルギーも低いことから外部被ばくに影
響する線量当量率は輸送容器の表面で数 10 μ Sv/h 程度であり、1m離れた位置では 5～ 10
μ Sv/h 程度であり、外部被ばくを考慮する必要がない。

イ．内部被ばく
　六フッ化ウラン（UF6）はアルファ放射性物質であり、かつ毒物であることから、体内に取り
込むことにより腎臓障害すなわち尿管系の障害が発生することが臨床的に確認されている。ま
た、フッ化ウラニル（UO2F2）の動物実験結果においても、主として可溶性のウランによる障
害とされ、体外に排出される過程において腎臓に障害を与える。

②　化学毒性による影響
ア．六フッ化ウラン（UF6）を吸飲した場合、化学作用に基づき急速な衰弱、呼吸困難、チアノーゼ、

肺のラッセル等の呼吸障害が発生する。この場合、六フッ化ウラン（UF6）の被ばく量に障害
の強度は比例する。

イ．循環系統も被ばく後、直ちに外傷性ショックの徴候を示し、体温は 12 ～ 72 時間にわたって上
昇するのが普通で、高い時には 40℃にも達する。

ウ．六フッ化ウラン（UF6）を吸飲した場合は感覚中枢が侵され、興奮状態とか機能低下をもたら
しやすい。

エ．フッ化水素（HF）は、皮膚、眼、粘膜、肺などの組織に対する腐食性が強いため、人間が感
知できる濃度よりかなり高い濃度にさらされると、皮膚の炎症や肺機能障害をもたらす。また、
人体組織の内部に深く浸透して組織に損傷を与えるので、特に注意が必要である。
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類 A型（核分裂性）輸送物 輸送容器

ドラム缶型鋼製二重容器であり、密封性を有する内
部容器と耐衝撃性、耐火性を備えた外部容器及びそ
の間に充填される緩衝材からなる。

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

物理、
化学的性質

・化学式：UO2
・色：常温、常圧で黒褐色の重い微粉末（固体）
・臭い：なし
・重量：89kg － UO2 以下
・放射能量：10.6GB ｑ以下
・濃縮度：5％以下
・放射線特性
ガンマ線のエネルギーは、低く自己遮へいもあるため、二酸化ウランの量にかかわりなく
表面の線量は 20 μ Sv/h 程度である。従って、一般的には二酸化ウランと近接して短時間
作業を行っても、特段の放射線防護上の配慮は必要ないレベルである。
・化学的特性
水とは反応せず、ほとんど溶けない。硝酸には溶け硝酸ウラニルとなる。融点は 2860℃

輸送実態 主な輸送経路
⑴　（海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→加工工場
⑵　（国内再転換工場）→車両輸送→加工工場

備　考 漏洩時の留意事項
⑴　爆発性：核燃料物質自体に爆発の危険性はない。
⑵　可燃性：二酸化ウラン粉末（UO2）自体は燃焼せず、爆発や発火もしない。容器は鋼製及び不燃性
の断熱緩衝材で構成されており、燃えることはない。

⑶　水禁性：収納物である二酸化ウラン（UO2）粉末は、化学的、物理的に安定した物質であり、水と
は反応しない。火災時に放水して構わない。

⑷　外部被ばく：輸送物表面においても、10 μ Sv/h
程度である。輸送物表面から 1m離れた位置で 3
μ Sv/h 程度であり、外部被ばくを考慮する必要
はない。

⑸　内部被ばく：粉末の場合は、呼吸からの摂取防止
に留意する必要がある。（かさ密度は、2g/cm3 程
度）。漏洩量、飛散の程度により状況が異なるが、
比放射能が低く、重い金属酸化物の粉体であるの
で、一般には放射線安全上周辺への重大な影響を
生ずる事はない。ウラン化合物には化学毒性ある
いは重金属としての毒性があり、腎臓障害が代表
的な症状であるが、二酸化ウラン（UO2）粉末は
水に溶けにくいので吸入したとしても腎臓への移
行も極めて少なく影響も小さく、放射線の影響を
考えておくだけで良い。なお、飲み込んだ場合に
ついても、不溶性であるので胃腸からの吸収はほ
とんどない。

二酸化ウラン（濃縮度 2～ 4％）
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

A型（核分裂性）輸送物 輸送容器 金属容器又は木箱（内装：金属容器）

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

物理、
化学的性質

⑴　品名
　二酸化ウランを成型・焼結したペレットをジルカロイ合金の被覆管に挿入し、ヘリウ
ムガスを充填、密封した燃料棒（長さ約4m）を集合構成部材によって束ねたものである。

⑵　性状
①　燃料棒はジルカロイ合金で銀色を呈している。
②　燃料棒の中のペレットは二酸化ウランを焼き固めたものであり黒褐色である。常温

の空気中に長期間放置すると表層がゆっくり酸化し、八三酸化ウラン（U3O8）の茶
褐色化する。

③　ジルカロイ合金の融点は、1850℃、ペレットは約 2,800℃である。
④　二酸化ウランの理論密度は、10.96g/cm3 であり、鉛の比重に近い。
⑤　ペレットは常温では表面から徐々に酸化するが、酸化速度は極めて遅い。空気中で
温度を上げていく（約 500℃）とペレットの表面からU3O7 を経て八三酸化ウラン
（U3O8）に変わり、この過程で粉体化していく。

⑥　酸化性酸には溶解する。硝酸には溶けて、硝酸ウラニル溶液となるが、比表面積が
小さいため、反応の速度は粉末に比べて緩やかである。

⑶ 重量：1,600kg － UO2 以下（新燃料集合体 2体）
⑷ 放射能量：150GB ｑ以下
⑸ 濃縮度：5％以下
⑹ 臭い：無し
⑺ 色：銀色（燃料棒）

輸送実態 主な輸送経路
⑴　（加工工場）→車両輸送→発電所
⑵ （加工工場）→車両輸送→積出港→船舶輸送→発電所

備　考 漏洩時の留意事項
⑴ 爆発性：新燃料集合体自体に爆発の危険性はない。
⑵ 可燃性：新燃料集合体自体は燃焼せず、発火もしない。容器は鋼製又はステンレス製であるので燃
えない。但し、輸送容器の底部に付けられているスキッドは木製のために火災時には燃える。

　また、輸送容器内部には緩衝材の目的でポリエチレン製発泡体等を使用している。
⑶ 水禁性：放射性物質であるペレットは、化学的、物理的に安定した物質であり、また水に溶けにく
く、火災時に消火放水しても構わない。

⑷ 外部被ばく：二酸化ウランの濃縮度は 5%以下であるため、放出される放射線量は微弱なガンマ線
であり、外部被ばくを考慮する必要はない。

　新燃料集合体の表面において、約 35 μ Sv/h である。
　輸送容器に梱包した状態の輸送物表面で約 13 μ Sv/h、輸送物の表面から 1m離れた位置で約 6μ
Sv/h であり、外部被ばくを考慮する必要はない。

⑸ 内部被ばく：燃料棒に入っているペレットは焼き固めた円柱状であることから、空気中に飛散し吸
入による被ばくの可能性はない。

発電炉用燃料集合体（二酸化ウラン）

資料２　活動の基礎知識

3 － 158

資
料
編

第Ⅲ編.indd   158第Ⅲ編.indd   158 2014/03/19   14:24:122014/03/19   14:24:12



２．放射性物質の輸送

発電炉用燃料集合体（二酸化ウラン）

新燃料集合体の輸送容器（一例）
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

BM型
（核分裂性）
輸送物

輸送
容器

輸送容器は容器本体、蓋、バスケット及び緩衝体から構成される。
円筒状の容器本体と蓋により容器の密封機能を維持しており、ま
た、収納する使用済燃料から放出される放射線（ガンマ線、中性
子線等）を遮へいする機能もあわせ持つ。容器本体内部には使用
済燃料を収納するためのバスケットを設けるとともに、使用済燃
料の冷却及び中性子遮へいのため、水が充填されている。

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

物理、
化学的性質

収納している燃料は、使用済燃料（二酸化ウラン（UO2）を焼き固めたペレットを、ジル
カロイ合金の被覆管に挿入し密閉した長さ約 4mの燃料棒を束ねたもの）であり、構造上
は新燃料集合体と何ら変わりはない。
使用済燃料は、燃料棒内部に残ったウランの他、核分裂により生成された核分裂生成物及
びウランの中性子吸収の結果生成されたプルトニウム（Pu）等、多種類の放射性物質を含
んでいるため、強い放射線（ベータ線、ガンマ線、中性子線）と崩壊熱を放出する。
また、原子炉外に取り出した後、発電所の燃料プールで保管し、短寿命核種（ヨウ素 131（131I）
等）の減衰後、再処理のために輸送容器（キャスク）に装填され、発電所外に搬出される。
⑴　使用済燃料の特性
①　使用済燃料中には、ウラン（U）、プルトニウム（Pu）、核分裂生成物（FP）等を含み、
これらはペレット及び燃料被覆管中に保持されている。

②　核分裂反応により生成する核分裂生成物は約 400 種類（90Sr、129I、144Ce、他）。
③　核分裂により発生した核分裂生成物の中には、キセノン（Xe）、クリプトン（Kr）
等のガス状成分があり、これらはペレットの表面からのリコイル、ペレット内から
の拡散等により、ペレットと燃料被覆管の間のギャップに放出され蓄積される。

④　使用済燃料は内包する放射性物質の放射線レベルが高く、化学的毒性が問題となる
ことはない。

⑵　核分裂性生成物（FP）量と放射線による影響
①　使用済燃料から発生する主な放射線はガンマ線及び中性子線であり、輸送上の取
扱を容易にするため発電所燃料プール内で一時貯蔵し、短寿命核種（キセノン
（133Xe133）、ヨウ素（131I）、ウラン（237U 等）を減衰させている。

②　代表的使用済燃料（BWR燃料、燃焼度：40,000MWD/t）の特性
　　放射能濃度；5.6 × 1016 Bq/tU（56PBq/tU）（照射後、630 日冷却）
　　　　　　　　3.6 × 1016 Bq/tU（36PBq/tU）（照射後、1,050 日冷却）
③　放射性物質から放出される放射線は輸送容器の炭素鋼等で遮へいされており、輸送
容器に最大限の燃料を収納した場合でも、通常時の放射線レベルは容器表面から 1m
離れた地点で、約 80 μ Sv/h 以下である。

④　放射線による外部被ばく
　　ガンマ線、中性子線等の放射線を短期間に、かつ大量に被ばくした場合は以下の影
響がある。

　　　（急性障害）消化管障害、造血障害、皮膚障害等の発病
　　　（晩発障害）白血病、悪性腫瘍等の発生確率の増加等
⑤　放射性物質の体内取り込みによる内部被ばく
　　放射性物質はその核種により沈着する人体組織が違うため、内部被ばくの影響も違っ
てくる。

　　生成された核分裂生成物の中では、骨に沈着しやすいストロンチウム（90Sr）及び、甲
状腺に集まるヨウ素（129I,131I）の吸入／経口摂取有害度数が比較的高い。

　　プルトニウム（Pu）はリンパ節、腎臓、肝臓に比較的高い濃度で分布し、非常に長期
間滞在する。（骨、肝臓の生物学的半減期は約 100 年）ため、骨肉腫などの疾病の発生
率は Ra 等に比べて高い。また、プルトニウム（Pu）はアルファ線の他、弱いエック
ス線を放出するにすぎず、体内に侵入した場合、体内の存在量は排泄物中の分析値か
ら間接的に求めることとなる。

使用済燃料
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２．放射性物質の輸送

輸送実態 主な輸送経路
⑴ （発電所）→［車両輸送→積出港］→船舶輸送→海外（英国等）
⑵　（発電所）→［車両輸送→積出港］→船舶輸送→再処理工場

備　考 漏洩時の留意事項
⑴ 容器中に収納しているものは、使用済燃料と水（原子力発電所の燃料プール水）であり、漏洩して
も爆発・火災の危険はない。

⑵ 燃料被覆管が大破損を起こし、被覆管内のペレットが露出、粉砕されて、さらに輸送容器外に微粒
子となって飛散することは考えられない。

⑶ 燃料被覆管が破損し密封性が失われた場合、ガス状及び溶解性のFPが放出され、輸送容器の密封
部から気体状、液体状で漏洩することが考えられる。溶解性の放射性物質は容器内部の水に溶け、
漏水するが、蒸気として放出された後大気拡散中に沈降していくため、輸送容器から距離を取るこ
とにより影響を抑制できる。

⑷ ガス状のFPは拡散により広がっていくが、その程度は風速、大気安定度、地形等により変化する。
一般的に風速が弱いほど、大気安定値が安定なほど拡散範囲は狭くなり（拡散しにくい）、風下側での
温度が高くなる。
　（例；トリチウム（3H）無色無臭、クリプトン（85Kr）無色無臭、ヨウ素（129I）紫色特異臭）

⑸ FP ガスの影響は、ガンマ線等の放射線による外部被ばくと、吸引による内部被ばくの双方がある。
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

A 型（核分裂性）輸送
物

輸送容器 金属容器又は木箱（内装：金属容器）

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

天然二酸化ウラン（UO2）は、微粉末で、核燃料物質としてよりも重金属としての化学
毒性が問題となる。輸送容器の中には金属缶に最大 89kg 収納されている。

物理、
化学的性質

常温、常圧で黒褐色の重い微粉末。
水とは反応せず、ほとんど溶けない。天然二酸化ウラン（UO2）自体燃焼せず、爆発や
発火もしない。

被害予測 ウラン化合物には化学毒性あるいは重金属としての毒性があり、腎臓障害が代表的な症
状であるが、天然二酸化ウラン（UO2）粉末は水に溶けにくいので吸入したとしても腎
臓への移行も極めて少なく、飲み込んだ場合でも不溶性であるので胃腸からの吸収はほ
とんどない。

輸送実態 主な輸送経路
⑴　（海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→加工工場等
⑵　国内再転換工場→車両輸送→加工工場等

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。

天然二酸化ウラン

内容器ドラム缶

外容器ドラム缶

BU-J 型、BU-7 型輸送物

BU-J 型、BU-7 型輸送物

（4ドラム/パレット×2段）

（4ドラム/パレット）

断面図

ボルト

断熱材

断熱材

ナット

締め付け金具 内容器ふた
外容器ふた

ガスケット

ガスケット

支柱

天板

固縛の一例

補強合板

パレット
スチールバンド

ドライコンテナ

止め木

約
88
cm

φ約 61cm
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

L 型、IP 型又は A型輸
送物

輸送容器 内容器とドラム缶から構成される 2重容器

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

金属ウランを国内輸送するケースは非常に少なく、収納物として運搬する場合、二重の
密閉容器に入れ運搬される。従って、金属ウランが直接大気及び水と接触することは考
えにくい。

物理、
化学的性質

銀灰色の重い金属。常温空気中で表面はわずかに酸化され、黄金色から黒褐色になる。
密度 19.04g/cm3、融点 1132℃。強度、硬度はステンレス鋼より小さい。
温度が上がると表面から徐々に八三酸化ウラン（U3O8）となり、粉化する。これが、空気
に触れると急激に発火することがある。（フレアー燃焼効果）消火後再着火することがある。

被害予測 容器から漏出しない限り、放射線及び化学的被害は殆どない。
大量の漏水があった場合、自然発火による延焼及び火傷のおそれがある。また、重金属
としての毒性があるが、これらは水に溶けにくいため身体的障害は極めて小さい。

輸送実態 主な輸送経路
（原子力研究機関）→車両輸送→原子力研究機関

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。

収納部

収納部

保護枠

保護枠

天然金属ウラン（固体）
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

L 型、IP 型又は A型輸
送物

輸送容器 特段の輸送容器はない

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

放射線危険性は少ない。
消火水等の流出によって低度から中度の汚染を引き起こすことがある。

物理、
化学的性質

白色の粉末、化学的に極めて安定した物質（ThO2）。
融点 3050℃、比重 9.87
水及び酸に溶けにくく、灼熱すればするほど溶解しにくくなる。
耐火性が強い。

被害予測 容器から漏出しない限り、放射線及び化学的被害は殆どない。
漏出による粉末の吸込みがあった場合でも、酸化トリウムは極めて安定な化学的性質を
有しているため、身体的障害は殆どない。

輸送実態 主な輸送経路
　（研究機関）→車両輸送→研究機関

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。

酸化トリウム（固体）

収納部

収納部

保護枠

保護枠
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

IP 型輸送物 輸送容器 鋼製コンテナ

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

原子力発電所で発生した濃縮廃液、使用済み樹脂等をセメント、アスファルト、プラス
チックで均一にドラム缶内に固型化したもの（均質固化体）及び原子力発電所で発生し
た固体状廃棄物をドラム缶内でモルタル充填したもの（充填固化体）であり、放射線危
険性はない。
消火水による汚染は考えられない。

物理、
化学的性質

原子力発電所で発生する放射性廃棄物及び埋設施設の操業に伴って付随的に発生する放
射性廃棄物で、セメント、アスファルト、又は不飽和ポリエステル樹脂で均一に固形化
したものである。

被害予測 ⑴　内部被ばく：LSA Ⅱ物質の基準値（10－ 4A2/g）に対して、現在の LLWの平均的
値は～ 10－ 8A2/g 程度となっており、また固形化され、飛散に対しても殆ど無視で
き得るので、内部被ばくのおそれは非常に少ない。

⑵　外部被ばく：輸送物表面で 2mSv/h 以下に制限され、かつ、輸送容器及び収納物の
表面に線量当量率が表示されており、緊急時措置においても不測の被ばくは避けら
れるので、外部被ばくの影響は非常に少ない。

輸送実態 主な輸送経路
（発電所）→船舶輸送（専用船）→国内陸揚港→車両輸送→埋設施設

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。

低レベル放射性廃棄物（LSA- Ⅱ）

資料２　活動の基礎知識

3 － 165

資
料
編

第Ⅲ編.indd   165第Ⅲ編.indd   165 2014/03/19   14:24:142014/03/19   14:24:14



２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

A型輸送物 輸送容器 シリンダー

防護レベル 救助事案：P
火災時案：FP

収納物自体の
危険性

濃縮六フッ化ウランで示す放射線的特性に準ずる。

物理、
化学的性質

濃縮六フッ化ウランで示す物理、化学的物質に準ずる。

被害予測 化学毒性及び重金属による毒性があり、障害レベルは以下のとおりである。
ウラン金属による急性腎臓障害：150mg 摂取（腎臓障害レベル：25mg）
フッ化水素による刺激レベル：26mg/m3 － 10 分
ウランの放射線被ばくによる年摂取限度：2.8mg UF6

輸送実態 主な輸送経路
⑴ （海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→国内再転換工場
⑵ （海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→国内濃縮工場

備　考 濃縮六フッ化ウランで示す備考に準ずる。

天然六フッ化ウラン

20-8-8.6ft,フラットラック型
海上コンテナ

保護カバー

48Yシリンダー

バルブプロテクター

スカート

専用架台

固縛ターンバックル
ステーブポケット

補強バンド

ハンドクリップ

固縛ボルト

3854

6058

25
91

００
００

2438
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

A 型（核分裂性）輸送
物

輸送容器 鋼製ドラム

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

遮へいしていない放射性物質からの外部放射線。
吸入、摂取又は皮膚吸収による内部放射線。
消火水や希釈水の流出によって中度の汚染を引き起こすことがある。
この物質は容易には着火しない。

物理、
化学的性質

黄色の粉末で、アルファ線を放出する。

被害予測 輸送容器が堅固であり、中程度の事故に対して容器の健全性を確保できる。
万一、事故により輸送容器が損傷した場合、輸送容器の放射線遮へい性能の損失により、
ガンマ線等が増加する。輸送容器の損傷と火災が同時に発生した場合でも、収納物が燃
えるおそれは少ない。

輸送実態 主な輸送経路
⑴　（海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港
⑵　国内輸入港→車両輸送→原子力研究機関等→車両輸送→加工工場

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。

内容器ドラム缶

外容器ドラム缶

BU-J 型、BU-7 型輸送物

BU-J 型、BU-7 型輸送物

（4ドラム/パレット×2段）

（4ドラム/パレット）

断面図

ボルト

断熱材

断熱材

ナット

締め付け金具 内容器ふた
外容器ふた

ガスケット

ガスケット

支柱

天板

固縛の一例

補強合板

パレット
スチールバンド

ドライコンテナ

止め木

約
88
cm

φ約 61cm

八酸化三ウラン（濃縮度 10～ 20％）
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２．放射性物質の輸送

輸送物の
種類

A型（核分裂性）又は
BU型（核分裂性）輸送物

輸送容器 鋼製ドラム

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

1g 当たりの放射能は濃縮度により異なる。93％濃縮ウランの場合、天然ウランの約 100
倍であるが、放射線危険性は少ない。
粉末や薄片は、空気に触れると発火（金属火災）することがある。発火は火花状に炎を
あげて急速に燃える（フレアー燃焼効果）。消火後再着火することがある。
消火水等によって汚染を引き起こすことがある。

物理、
化学的性質

銀灰色の重い金属。常温空気中で表面が酸化され、黒褐色を呈する。
密度 19.04g/cm3、融点 1132℃。
強度、硬度はステンレス鋼より小さい。
温度が高くなると酸化が促進され、U3O8 となって粉化する。U3O8 は水に溶けない。
水と反応して酸化膜（UO2）を形成するが、100℃以下では反応が遅い。UO2 は水に溶
けない。
アルカリとは作用せず、酸化性酸に溶ける。
粉末や薄片は金属火災を起こすことがある。

被害予測 化容器から漏出しない限り、放射線及び化学的被害は殆どない。
大量の漏水があった場合、自然発火による延焼及び火傷のおそれ、また酸化物の吸込み
による化学毒性或いは重金属としての毒性があるが、これらは水に溶けにくいため身体
的障害は極めて小さい。

輸送実態 主な輸送経路
　　（海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→原子力研究機関
　　（原子力研究機関）→車両輸送→加工工場

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。

濃縮金属ウラン（固体）

粉末
塊状
板状

ポリエチレン袋

金属製収納缶

内容器

断熱緩衝材取扱用

断熱緩衝材（セロテックス）
円板（下部）

断熱緩衝材（セロテックス）
円板（上部）

断熱緩衝材
（セロテックス）リング（B）

テフロン製テープ

内容器蓋

ガスケット

外容器蓋

ボルト及びロックナット
（封印用1/8”孔がボルトに付いている）

断熱緩衝材（セロテックス）
リング（A）

圧力逃し孔及び栓4個

リング付きネジ

外容器（15 ガロン）

DOT Spec. 2R Inside
Containment Vessel

DOT Spec. 17C
Strrl Drum 54

0

φ約 420

（ ）

（ ）
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２．放射性物質の輸送

研究炉用燃料要素（ウランアルミニウム分散型合金）（濃縮度 20～ 93％）
輸送物の
種類

A型（核分裂性）又は
BU型（核分裂性）輸送物

輸送容器 金属容器

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

遮へいしていない放射性物質からのｃ外部放射線。
これらの物質のあるものは燃えるが、容易には着火しない。

物理、
化学的性質

アルミニウムの地に濃縮ウランのUAl4、UAl3、UAl2 等の金属間化合物を分散させた燃
料をアルミニウムで被覆し、燃料板とする。
この燃料板 10 数枚を 1組として連ねたものが板状燃料要素。
化学的性状は燃料要素の主材料であるアルミニウムの性質に同じ。

被害予測 輸送容器が堅固であり、中程度の事故に対して容器の健全性を確保できる。万一、事故
により輸送容器が損傷した場合、輸送容器の放射線遮へい性能の損失により、ガンマ線
等が増加することがある。
ウラン新燃料であるため、放射線及び化学的障害はほとんどない。

輸送実態 主な輸送経路
（海外輸出港）→船舶輸送→国内輸入港→車両輸送→研究炉施設

備　考
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２．放射性物質の輸送

診断用放射性医薬品　研究用RI 試薬
輸送物の
種類

AL型輸送物 輸送容器 外装用段ボール箱
（内装：プラスチック容器又はガラス容器）

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

放射線危険性は少ない。
身体的影響は少ない。
消火水や希釈水の流出によって低度の汚染を引き起こすことがある。
これらの物質のあるものは燃えるが、容易には着火しない。
診断用放射性医薬品の半減期は短い。

物理、
化学的性質

固体又は液体のRI 化合物。1輸送当たりの収納量の質量（容量）は数グラム以下。

被害予測 火災により大気中に拡散希釈。破損漏出すると、周辺に汚染及び大気汚染。
外部被ばくは無視できる。

輸送実態 主な輸送経路
東京、千葉又は兵庫→車両輸送→全国
ガラス容器等に封入し、発泡スチロール、外装用段ボール箱（20cm角程度）に収納。

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。
・緊急時には、液体にあっては、吸収材等を用いて汚染の拡大を防止すること。
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２．放射性物質の輸送

ガスクロマトグラフ検出器、測定器校正用微量線源、機器類（文字盤等）

輸送物の
種類

L型輸送物 輸送容器 外装用段ボール箱
（内装：金属缶）

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

放射線危険性は少ない。
身体的影響は少ない。
消火水や希釈水の流出によって低度の汚染を引き起こすことがある。
これらの物質のあるものが燃えるが、容易には着火しない。
ECDは、金板等に RI をメッキしたものをカプセルに封入。他は、固体又は液体の RI
化合物を金属カプセル等に密封。

物理、
化学的性質

RI の金属又は固体の化合物。
一部、特別形のRI がある。

被害予測 金属カプセルに封入しているので、火災により大気中に拡散希釈する可能性は少ない。
破損すると、その付近が汚染する可能性がある。
外部被ばくは無視できる。

輸送実態 主な輸送経路
東東京、京都、茨城等→車両輸送→全国
（ガスクロ検出器については、わずかではあるがユーザー／メーカー間の郵送も行わ
れている。）
金属又はプラスチック容器に密封し、金属缶に封入、外装用段ボール箱（20cm角程度）
に収納。

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。
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２．放射性物質の輸送

極低レベルRI 廃棄物
輸送物の
種類

L 型輸送物 輸送容器 鋼製ドラム（内装：プラスチック容器（液体）、
プラスチック袋（固体））

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

放射線危険性は少ない。
身体的影響は少ない。
消火水や希釈水の流出によって低度の汚染を引き起こすことがある。
これらの物質のあるものは燃えるが、容易には着火しない。

物理、
化学的性質

RI により汚染された固体又は液体。

被害予測 火災により大気中に拡散希釈。破損漏出すると、周辺が低度の汚染及び大気汚染の可能
性あり。
外部被ばくは無視できる。

輸送実態 主な輸送経路
　全国→車両輸送→東海（研究関係）又は岩手（医薬品関係）
固体の廃棄物はプラスチック袋に密封し、可燃物については 200 リットルドラムに、
不燃物については 50 リットルドラムに封入
液体の廃棄物はプラスチック容器に収納し、50 リットルドラムに封入。専用積載
による輸送。

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。
・緊急時には、液体にあっては、吸入材等を用いて汚染の拡大を防止すること。
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２．放射性物質の輸送

低レベルRI 廃棄物
輸送物の
種類

IP-2 型又はA型輸送物 輸送容器 鋼鋼製ドラム（内装：プラスチック容器（液体）、
プラスチック袋（固体））

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

遮へい材が喪失すると外部被ばくのおそれがある。
飛散すると吸入、摂取又は皮膚吸収による内部被ばくのおそれがある。
消火水や希釈水の流出によって中度の汚染を引き起こすことがある。
これらの物質のあるものは燃えるが、容易には着火しない。

物理、
化学的性質

RI により汚染された固体又は液体。

被害予測 ⑴ 内部被ばく：火災により大気中に拡散希釈。
破損漏出すると一部、周辺が低度の汚染又は大気汚染の可能性あり。

⑵ 外部被ばくのおそれは少ない。
輸送実態 主な輸送経路

全国→車両輸送→千葉・東海

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。
・緊急時には、液体にあっては、吸収材等を用いて汚染の拡大を防止すること。
・固体の廃棄物はプラスチック袋に密封し、可燃物は 200 リットルドラムに、不燃物は
50 リットルドラムに封入。液体の廃棄物はプラスチック容器に収納し、50 リットル
ドラムに封入。

・収納量は L型輸送物にならない程度である。専用積載による。
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２．放射性物質の輸送

治療用放射性医薬品又は研究用RI 試薬
輸送物の
種類

A型輸送物 輸送容器 外装用段ボール箱（液体には吸収剤使用）
又は小型ドラム（内装：鉛遮へい容器）

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

遮へい材が喪失すると外部被ばくのおそれがある。
飛散すると吸入、摂取又は皮膚吸収による内部被ばくのおそれがある。
消火水や希釈水の流出によって中度の汚染を引き起こすことがある。
これらの物質のあるものは燃えるが、容易には着火しない。
診断用放射性医薬品の半減期は短い。

物理、
化学的性質

RI の化合物の固体又は液体。
1輸送当たりの収納量のRI の質量（容量）は数グラム以下。

被害予測 ⑴ 内部被ばく：火災で大気中に拡散希釈若しくは、破損漏出により周辺が汚染又は大　　
気汚染の可能性あり。

⑵ 外部被ばく：破損し、放射線の漏洩が増大すれば、外部被ばくは一般人の限度とさ
れる 1mSv を超えるおそれがある。

輸送実態 主な輸送経路
　（海外）→航空輸送→成田→東京又は千葉（兵庫からのものもある。）→車両輸送→全国
　　（このうち一定区間を航空機により輸送されるものが年間約 14 万個ある。）

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。
・緊急時には、液体にあっては、吸収材等を用いて汚染の拡大を防止すること。
・プラスチック容器に封入又はイオン交換体に吸着させ、発泡スチロール、外装用段ボー
ル箱（30cm角程度）、小型ドラム等に収納。遮へい材料として鉛容器を使用すること
がある。

・殆どが半減期の短い放射性医薬品である。
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２．放射性物質の輸送

研究用線源、治療用線源、計測機器、（厚さ計、密度計等）の線源容器、非破壊検査装置の照射器
輸送物の
種類

A型輸送物 輸送容器 鉄箱、木箱等（内装：照射装置の線源容器（外殻：
鋼板、遮へい体、鉛）等

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

ステンレス鋼等の金属カプセルに溶接密封されている。
遮へい材が喪失すると外部被ばくのおそれがある。
特別形RI であるので、カプセルが破損する可能性はないが、RI が飛散すると吸入、摂
取又は皮膚吸収による内部被ばくのおそれがある。
外装木箱は燃えるが、内部の線源容器は燃えない。

物理、
化学的性質

RI の金属又は固体の化合物（一部気体あり）。殆どが特別形のRI。

被害予測 ⑴ 内部被ばく：特別形RI なので、破損の可能性は少ないが、破損漏出すると一部、周
辺が汚染及び大気汚染の可能性あり。

⑵ 外部被ばく：計測機器の熱源容器、非破壊検査装置の照射器が破損する可能性は少
ないが、破損し、放射線の漏洩が増大すると、外部被ばくは一般人の
限度とされる 1mSv を超えるおそれがある。

輸送実態 主な輸送経路
　（海外）→航空輸送→成田／東海→車両輸送→東京→車両輸送→全国
　　（非破壊検査装置は、全国を移動して使用されている。）

備　考 ・緊急時には漏洩物が飛散しないようにカバー等で覆い、汚染の拡大を防止すること。
・金属カプセルに密封（特別形に相当するものが多い。）し、照射又は鉛容器に入れ鉄箱、
木箱等に収納。非破壊検査装置が大部分を占め、殆どが自動車による専用積載である。

資料２　活動の基礎知識

3 － 175

資
料
編

第Ⅲ編.indd   175第Ⅲ編.indd   175 2014/03/19   14:24:162014/03/19   14:24:16



２．放射性物質の輸送

医薬品の原料（99Mo）
輸送物の
種類

BU型輸送物 輸送容器 鋼製ドラム（内装：鉛遮へい容器）

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

危険性の程度は収納量に大きく依存する。
遮へい材が喪失すると外部被ばくするおそれがある。
飛散すると吸入、摂取又は皮膚吸収による内部被ばくのおそれがある。
消火水や希釈水の流出によって高度の汚染を引き起こすことがある。

物理、
化学的性質

無機化合物で液体。

被害予測 ⑴ 内部被ばく：火災により大気中に拡散希釈され、破損漏出すると周辺に汚染及び大
気汚染（減衰は早い。）

⑵ 外部被ばく：破損し、放射線の漏洩が増大すると、外部被ばくは一般人の限度とさ
れる 1mSv を超えるおそれがある。

輸送実態 主な輸送経路
　（海外）→航空輸送→成田→車両輸送→千葉・兵庫
　　輸入時には航空機により輸送（半減期が 66 時間と短いため）

備　考 ・緊急時には、状況に応じ、吸収材等を用いて汚染の拡大を防止すること。
・RI をプラスチック容器に封入し、劣化ウランの遮へい体を用いたBU型容器等に収納。
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２．放射性物質の輸送

遠隔治療装置用線源、滅菌プラント装置用線源
輸送物の
種類

BU 型又は BM 型輸送
物

輸送容器 外殻：鉄又はステンレス、断熱材：バーミキュラ
イト、遮へい体：鉛、タングステン

防護レベル 救助事案：N
火災時案：F

収納物自体の
危険性

危険性の程度は収納量に大きく依存する。
遮へい材が喪失すると外部被ばくするおそれがある。
特別形のRI は内部被ばくのおそれはない。

物理、
化学的性質

粒状等のRI をステンレス鋼性のカプセルに二重に溶接密封した密封線源。

被害予測 破損し、放射線の漏洩が増大すると、外部被ばくは一般人の限度とされる 1mSv を超え
るおそれがある。

輸送実態 主な輸送経路
⑴（海外）→船舶輸送→東京港→東京
⑵ 東京→車両輸送→全国
遠隔治療用装置は、全国の病院で使用されている。

備　考 ・RI を金属の形でステンレスカプセルに密封（特別形）し、照射器又は鉛容器に入れ、
鉄箱、木箱等に収納。専用積載による。
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２．放射性物質の輸送

表 2 2 5：ＲＩ等の火災等事故時における輸送物の状況

輸送物
名称 輸送形態 特別形放射性同位元素

非特別形放射性同位元素
固体 液体 気体

L型
輸送物

ダンボール
輸送容器破損の可能性 有 輸送容器破損の可能性 有 有 有
被ばくの可能性 無 被ばくの可能性 無 無 無
RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 有 有 拡散

ドラム缶
（外装が金属）

輸送容器破損の可能性 無 輸送容器破損の可能性 無 無 有
被ばくの可能性 無 被ばくの可能性 無 無 無
RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 小有 小有 拡散

機器等に装備さ
れた場合（ステ
ンレス容器等）

輸送容器破損の可能性 無 輸送容器破損の可能性 無 － 有
被ばくの可能性 無 被ばくの可能性 無 － 無
RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 小有 － 拡散

A型
輸送物

ダンボール
輸送容器破損の可能性 有 輸送容器破損の可能性 有 有 有
被ばくの可能性 小有 被ばくの可能性 小有 小有 無
RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 小有 有 拡散

ドラム缶
（外装が金属）

輸送容器破損の可能性 無 輸送容器破損の可能性 無 無 無
被ばくの可能性 小有 被ばくの可能性 小有 小有 小有
RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 小有 小有 拡散

機器等に装備さ
れた場合（ステ
ンレス容器等）

輸送容器破損の可能性 無 輸送容器破損の可能性 無 － 無
被ばくの可能性 小有 被ばくの可能性 小有 － 小有
RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 小有 － 拡散

IP 型
輸送物 ドラム缶

輸送容器破損の可能性 － 輸送容器破損の可能性 無 無 －
被ばくの可能性 － 被ばくの可能性 無 無 －
RI の汚染の可能性 － RI の汚染の可能性 小有 小有 －

B U ・
BM型
輸送物

外殻：鉄、ステ
ンレス鋼

遮薇体：鉛、タ
ングステン、劣
化ウラン等

輸送容器破損の可能性 無 輸送容器破損の可能性 無 無 －

被ばくの可能性 小有 被ばくの可能性 小有 小有 －

RI の汚染の可能性 無 RI の汚染の可能性 小有 小有 －

②　ＲＩ輸送物別
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３．簡易防護服着脱要領

簡易防護服着脱要領 【横須賀市消防局提供資料を元に作成】
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３．簡易防護服着脱要領

 

資料２　活動の基礎知識

3 － 180

資
料
編

第Ⅲ編.indd   180第Ⅲ編.indd   180 2014/03/19   14:24:172014/03/19   14:24:17



３．簡易防護服着脱要領
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３．簡易防護服着脱要領

資料２　活動の基礎知識

3 － 182

資
料
編

第Ⅲ編.indd   182第Ⅲ編.indd   182 2014/03/19   14:24:182014/03/19   14:24:18
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３．簡易防護服着脱要領
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４．放射線の測定

図 2 4 1：放射線の検出方法と検出器

検 出 方 法 測　定　器　の　例 主な測定対象放射線

気体の電離作用を利用
電離箱式サーベイメータ γ線
GM計数管式サーベイメータ β線，γ線

固体の電離作用を利用
電子式ポケット線量計 γ線
半導体検出器 γ線

蛍光作用を利用
シンチレーション式サーベイメータ γ線，α線
TLD、蛍光ガラス線量計 γ線，β線

写真作用を利用 フィルムバッチ β線，γ線

電離箱式サーベイメータは放射線の電離作用によって電離箱内の空気中を流れる電流を測定するこ
とにより、放射線の量を測る測定器です。GM計数管式サーベイメータも放射線の電離作用を利用し
た測定器ですが、GM計数管は信号を増幅しているため電離箱よりも感度がよく、微量な放射線の測
定に適しています。
個人線量計の一つである電子式ポケット線量計は固体（半導体）の電離作用を利用した測定器です。

同じ作用を利用したものに、γ線のエネルギーの違いから放射性核種の種類を判別するために用いら
れるゲルマニウム半導体γ線スペクトロメータがあります。
シンチレーション式サーベイメータはシンチレータと呼ばれる蛍光物質が出す光を電気信号に変え

て計測することにより、放射線の量を測定する測定器です。TLD（熱ルミネセンス線量計）及び蛍光
ガラス線量計は、放射線を照射した後に所要の処理を施すことにより蛍光を発する作用を利用してい
ます。
フィルムバッチは通常の写真と同じように写真乳剤に放射線があたると感光し黒化することを利用

した測定器で、以前は個人被ばく測定器として多く利用されていましたが、最近は他の測定器が多く
使われています。

写真作用蛍光作用電離作用

（１）放射線の作用と測定器
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４．放射線の測定

図 2 4 2：放射線測定器の種類と用途（例）

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24 年度版 ver.2012001　環境省）

①　GM計数管式サーベイメータ（GM型サーベイメータ（ガイガーカウンター））
GM計数管式表面汚染サーベイメータで測定可能な放射線は、β線です。一般に身体表面や衣服
に付着した放射性物質を検出するのに用います。また、放射線量率の測定にも用いられます。

測定可能な計数域は、バックグラウンド計数率～ 100,000cpm（参考 : ～ 6,000Bq, ～ 300Bq/cm2）です。
高汚染で実際より低い値になる「数え落とし」、全く計測しなくなる「窒息現象」に注意する必

要があります。
※参考の値は、対策指針の 40,000cpmは 120Bq/cm2 相当を基にして算出。

②　電離箱式サーベイメータ
電離箱式サーベイメータで測定可能な放射線は、γ線とβ線です。一般に事業所管理区域内の等

のγ線の線量の高い所で使用されます。
測定可能な線量域は、0.030mSv/h ～ 1,000mSv/h です。
プローブの窓キャップを外すことによりβ線を測定することも可能です。
湿度の影響を受けやすいので、保管時にも湿度の影響を受けない配慮（デシケータ等での保管）

が必要です。
③　シンチレーション式サーベイメータ
NaI（Tl）シンチレーション式サーベイメータは、γ線測定用です。環境放射線測定のような比

較的線量の低い所で使用されます。
測定可能な線量域は、バックグラウンド～ 30 μ Sv/h です。

④　個人線量計
個人線量計は、装着者本人が外部から受けた放射線量を測定する測定器です。γ線や中性子線を

測定できるものや警報器付きのものなど、いろいろなタイプがあり、最近は線量率を測定できるも
のもあります。

放射線測定器は、使用温度範囲（例： 20℃～ +50℃等）や使用湿度範囲（例：35℃の場合で 10 ～ 90％等）
等の使用環境が決められており、特に野外で測定する際には、使用環境の範囲で使用することが必要です。
また、急激な温度差のある環境で使用する場合には、指示値が不安定になる場合があるので、測定器の温度

と使用環境とにできるだけ温度差を生じさせないよう注意する必要があります。

（１）放射線の作用と測定器
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４．放射線の測定

１　GM管式サーベイメータの使用方法
　（下記に一例としてALOKA製 TGS 133/TGS 136 について示す。）
①　GM管式サーベイメータの汚染防止のため、ビニール袋で検出器本体と検出部を覆う。（負傷
者の測定で放射性物質が浮遊していない環境では検出部だけ覆えばよい。）
②　FUNCTIONスイッチをBATT（バッテリー）に切替え、メータの針が緑の BATTの範囲に入っ
ているか確認。
　次にFUNCTIONスイッチをHV（ハイボル）に切替え、メータの針が赤のHVの範囲に入っ
ているか確認。
③　FUNCTIONスイッチをUSE又はスピーカの絵（音が出る）に切替えると測定が開始される。
なお、負傷者等の人の汚染検査を行う場合には、音による恐怖心を与えないよう配慮し、必ず
USEの位置で使用。
④　測定の際メータの針が中央付近に来るように、適宜COUNT RATEスイッチを選択する。
⑤　TIME CONST（時定数）切替スイッチは、初めは 10 で使用。
（測定対象物からの計数率が大きい場合は 3、小さい場合は 30 が適しているため、必要により適宜
切替えを行う。）
⑥　バックグラウンドの測定を行い、測定結果記録表へ記載。
⑦　測定対象物から 1cm程度離し、1秒間に 5cm程度の速さで測定する。なお、汚染が検出され
た位置で検出器を静止し、時定数の 3倍の時間が経過した後に指示値を読み取り、測定結果記録
表へ記載。

　　（②から⑥までの取扱いはNaI シンチレーション式サーベイメータも同じ）

サーベイメータの日常点検
<1>　BATTの範囲に入っているか。範囲外の場合は、裏のフタを外し電池を交換。
<2>　HVの範囲に入っているか。範囲外の場合は、修理が必要なため業者に連絡。
<3>　検出器と測定部の接続部分（コネクタ）に触れた時メータの針が揺れないか。

（２）GM管式サーベイメータを用いた表面汚染検査要領
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４．放射線の測定

写真 2 4 1：GM管式サーベイメータ

4 2：【参考】NaI シンチレーション式サーベイメータ（空間線量計）

GM管式サーベイメータで測定を行う場合、その数値は汚染を計っているのかそれとも空間線量を
計っているのか、はっきりしない場合はウエスを湿らせて汚染していると思われる箇所を拭き取り、
拭き取ったウエスをGM管式サーベイメータで計測すればよい。
測定の結果、汚染部位が確定したら（測定出来ていない部位は汚染として扱う）測定結果記録表へ

記載し、除染もしくは汚染の拡大防止を行う。
測定結果記録表には、使用した測定器の型番、シリアル番号、指示値及び使用した測定器の測定単

位（cpmや Bq/cm2 等）を記録する。

３　留意事項
GM管式サーベイメータの測定では、体表面から 1～ 2cmの距離で、毎秒 5～ 6cmの早さで移動
させて汚染箇所を探索するため、人を頭の先から足の裏まで測定するのに約 5分から 10 分程度必要
となる。
GM管式サーベイメータで計測できる範囲の汚染については、即座に身体に危険を及ぼすレベルで
はない。
GM管式サーベイメータの検出部を破損しないように注意する。
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４．放射線の測定
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４．放射線の測定

４　表面汚染密度の求め方（参考）
GM管式サーベイメータの測定結果から表面汚染密度を求める。
GM管式サーベイメータの測定単位は、cpmで 1 分間当たりの放射線の計数である。これをも
とに表面汚染密度Bq/cm2 を求める。
計算式は以下のとおり。

【例：放射性ヨウ素（I-131）で正味計数率が 10kcpmの場合】

【補足説明】ＪＩＳZ4329：2004

{
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４．放射線の測定

1　個人警報線量計（PDM-222-SH）【東京消防庁提供資料を元に作成】

１ 使用目的
活動隊員の被ばく線量を測定する。また、初動対応時等には空間線量率の測定に活用することもで

きる。

２ 使用方法
（１）着装時（活動隊員の被ばく線量を測定する場合）

  

 

 
 

 

 
  

 

（３）放射線測定器の取扱要領

（２）空間線量率測定時（２）空間線量率測定

（３）操作方法（３）操作方
　ア．電源ＯＮア 電源ア．電源Ｏ

イ．表示の変更イ．表示の変更
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４．放射線の測定

　ウ．電源ＯＦＦ

３ 使用上の注意事項
（１）着装前に必ず電源を投入し、隊員相互に確認する。
（２）電源ボタンは接触等によりスイッチが入りやすいので注意する。（電源が入っている場合は
O.OOOと表示されている。）

（３）操作ボタンは爪で押さずに指の腹で押す。また、強く押すと亀裂が入る可能性があるため、強
く押さない。

４ 放射線測定器（被ばく管理用）による測定結果報告例
（１）被ばく線量表示時

（２）空間線量率表示時

５ 諸元性能表
名　称 PDM 222 SH

外　観

測定モード
被ばく線量と空間線量率によるモード
①「被ばく線量（積算線量）（μ Sv）」モード（実際に被ばくした線量がどれくらいかを示す）
②「空間線量率μ Sv/h」モード（この空間にいたらどのくらい被ばくするかを示す）

μμ

測定線種 γ線（Ｘ線）のみ

測定範囲 積算被ばく線量 1μ Sv ～ 10Sv
空間線量率 1μ Sv/h ～ 1Sv/h

外形寸法 31 × 140 × 13 mm
重　量 55 g
電　源 コイン型リチウム電池（CR2450）× 1個
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４．放射線の測定

2　環境測定用サーベイメータ（RadEye G-10）【東京消防庁提供資料を元に作成】

１　使用目的
活動環境の放射線の強さ（空間線量率、この環境に 1時間いたらどれくらい被ばくするか）を測
定する。汚染検査時の緊急検査にも用いることができる。

２ 使用方法
（１）測定方法

 

 

 

（２）操作方法
ア．電源ＯＮ
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４．放射線の測定

イ．電源ＯＦＦ

３　使用上の注意事項
（１）測定器ごとの平常時における空間線量率を把握しておく。
（２）検出器の位置を測定対象に正対して測定する。

４　測定結果報告例

５　諸元性能表
名　称 RadEye G-10
外　観

測定モード 2種類の表示モード（通常はμ Sv/h 表示モード）
① μ Sv/h 表示モード
② μ rem/h 表示モード
μ

測定線種 γ線（Ｘ線）（中性子線、α線、β線は測定できない）
測定範囲 10nSv/h ～ 100mSv/h
外形寸法 96 × 61 × 31 mm
重　量 190 g（電池含）
電　源 単四アルカリ電池 2本
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４．放射線の測定

3　汚染検査用サーベイメータ（RadEye B-20）【東京消防庁提供資料を元に作成】

１　使用目的
要救助者及び活動隊員が放射性物質により汚染しているか（放射性物質が付着しているか）を測
定する。本測定器は空間線量率も測定可能であるが、基本的には汚染検査用として使用する。
ただし、現場での状況により、空間線量率を測定する必要がある場合は活動環境用として活用す
る。

２　使用方法
（１）測定方法

  

（２）操作方法（２）操作方法
　　ア．電源ＯＮア 電源Ｏア．電源Ｏ
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４．放射線の測定

イ．電源ＯＦＦ

  

 

 

 

ウ．汚染検査モードへの切り替え（測定モードの変更）
 

 

 

３　使用上の注意事項
（１）α線、β線は透過力が小さいことから、できる限り対象に近付けて（1㎝を目安）測定する。
　　ただし、近付けすぎると汚染箇所に触れ、検出窓に汚染物が付着し、正しい数値が測定でき
なくなってしまうので注意する。なお、α線のみ放出する核種を測定する場合は、ラップフィル
ム等によりα線を遮断してしまうため、検出窓の被覆は行わない。

（２）測定器を速く動かすと、汚染を見逃してしまうのでゆっくり（1秒間に 5㎝を目安）動かす。
（３）検出窓は薄い膜で覆われていることから、測定時は注意深く取り扱う。
（４）計測した放射線の数に比例したパルス音（単音）が鳴動するが、警報音（長音 )（５ 諸元性能表、
警報参照）とは異なるので、よく確認する。
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４．放射線の測定

４ 測定結果報告例

【補足説明：測定単位について】

○　汚染の測定値の単位として、原子力防災では「cpm（シーピーエム）」が使われている。日本工
業規格（JIS）に適合した測定器は「min－ 1」となっているが、表している測定値は同じものである。
　cpmは（カウントパーミニッツ）で、1分間に放射線測定器が計測した放射線の数で、同じ表面汚
染であっても、測定器により測定値は異なる。
○　原子力災害対策指針で定められている、OIL4 のβ線 40,000cpm（13,000cpm（1 か月後））は、
我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20cm2 の検出器を利用した場合の計数率
であり、表面汚染密度は約 120Bq/cm2（約 40Bq/cm2（1 か月後））相当となる。
○　RadEyeB20 で測定した場合に、40Bq/cm2 に相当するのは、おおよそ 6,000cpm程度となる。

５　諸元性能表
名　称 RadEye B-20
外　観

測定モード 9つのモード
①「CPS（計数率）」（1秒当たりの放射線の数）
②「CPM（計数率）」（1分当たりの放射線の数）
③「Bq（放射線強度）」（放射線を出す能力）
④「dps（放射線強度）」（1秒当たりの放射線の強さ）

qq

⑤「dpm（放射線強度）」（1分当たりの放射線の強さ）
pp

⑥「rem/h（吸収線量）」（物質に吸収された放射線量）
pp

⑦「R/h（照射線量率）」（照射している放射線の強さ）
⑧「Sv/h（空間線量率）」（空間の放射線量を示す）
⑨「Bq/cm2（汚染密度）」（1cm2 当たりの放射線を出す能力）

測定線種 α線、β線及びγ線（Ｘ線）（検出窓の有効面積はラバースリーブ装着時で約 16 cm2）
外形寸法 67 × 130 × 62 mm
重　量 300 g（電池含）
電　源 単四アルカリ電池 2本
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４．放射線の測定

4　環境測定用サーベイメータ（ICS-313 型）

①　使用前の状態
電離箱式サーベイメータを水平にして「RANGE」スイッチを「ZERO」にする。

②　電池のチェック
電源スイッチを「OFF」から「＋B」次に「－B」へと切り替え、指針がいずれの時も「緑」の
範囲内にあることを確認する。指針が「緑」から外れている場合は電源スイッチを「OFF」にし電
池を交換する。
③　測定
・電源スイッチを「USE」に切り替える。
・メータの指針が「0」の位置にあるかを確認する。「0」の位置にない場合は「ZERO ADJ.」つま
みを回し、メータの位置を「0」に合わせる。この状態で約 5分間放置し、動作が安定するのを待つ。
・メータを見ながら「RANGE」スイッチの「ZERO」から順に切り替え、指針がメータの中央付
近にくるような「RANGE」を選択する。
・長時間測定する場合は、時々「RANGE」スイッチを「ZERO」にし、「ZERO ADJ.」つまみを静
かに回してメータの指針を「0」の位置に合わせる。

④　メータの読み方
・「RANGE」スイッチの右側の目盛、10～ 300はμSv/hで、左側の１～300はmSv/hとなっている。
・目盛は上部目盛では、「0」から「3」μ Sv/h 又はmSv/h となっている。
・下部目盛では、「0」から「1.0」μ Sv/h 又はmSv/h となっている。
・測定値は、RANGE が「3」、｢30｣、「300」の時は上部目盛を読み、RANGE が「3」の時は読取
り値のまま、RANGEが「30」、「300」の時はそれぞれ読取り値の「10 倍」、「100 倍」にする。
・RANGEが「1」、｢10｣、「100」の時は下部目盛を読み、RANGEが「1」の時は読取り値のまま、
RANGEが「10」、｢100｣ のときは、それぞれ「10 倍」、「100 倍」にする。
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４．放射線の測定

・指示値は、「RANGE」スイッチが右側の「10」から「300」μ Sv/h のときは、約 30 秒待って、また、
左側の「1」から「300」mSv/h では約 10 秒待って、指針の振れ幅の中央付近の値を読み取る。
・指針の読取は、メータの正面から行う。
⑤　測定終了
「RANGE」スイッチを必ず「ZERO」にし、電源スイッチを「OFF」にする。
⑥　注意事項
・使用前に必ず作動させ、動作が正常かどうか確認すること。
・精密機器なので、衝撃を与えたり落下させないように注意すること。
・測定中は検出器部分に触れないこと。
・雨天時や、汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータをポリエチレン袋等で被い、
濡れたり汚染させたりしないようにすること。
・性能確認のために、1回 /年をめやすに、点検・校正を実施するのが望ましい。
・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出し乾燥した場所に保管すること。
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４．放射線の測定

5　環境測定用サーベイメータ（ICS-321 型）

①　バイアス状態のチェック
・電源スイッチを 2秒間押す。液晶表示器が全セグメント点灯→日付表示（年月日）→時刻表示→
バイアス状態表示になる。

・バイアスの状態が正常ならば［HV：OK］が表示され、ゼロチェック状態になる。異常がある場
合は［HV：N］が表示され、動作が停止する。

②　ゼロチェック
・ゼロチェック状態で約 1分間待つ。液晶表示器には［ZERO］及び動作中を示すバーグラフの目
盛りが表示され、全てのメモリが点灯すると完了となる。

③　ウォームアップ
・ゼロチェックが完了すると測定状態になるが、装置の状態によって検出器出力が逆ぶれ状態にな
る。通常はしばらくすると（最大約 4分）解消される。

・逆ぶれが解消されない場合は［Err1］と液晶画面に表示され動作停止となるので、再度電源スイッ
チを押して、電源を入れ直す。

④　測定状態
・バックグラウンドでは、デジタル表示は 0.0 μ Sv/h（又はμ Sv）となり、アナログ表示のレン
ジは（又は 10 μ Sv）に設定される。

・メータのレンジ切替は線量率測定時には自動となっており、10 μ Sv/h → 100 μ Sv/h → 1000
μ Sv/h → 10mSv/h の順に切り替わる。積算線量測定時は 10 μ Sv 固定となる。

⑤　電池のチェック
・電池の残量は液晶表示器の右下に表示され、点滅状態では 20％以下を示しており、早めに電池
を交換する。

⑥　測定の方法
・測定器本体は、台の上に置いても手に持っても良いが、出来るだけ水平にして測定する。
・検出器の向きは、野外（環境）での測定ではどちらを向けても良いが、一応色々な方向で測定し、
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４．放射線の測定

もし極端に高い値を示すことがある時は、何らかの原因があると考えられるので、確かめるとと
もに備考欄に記録し報告する。
・ゼロチェックは通常必要がないが、長時間使用する場合、急激な温度変化のある場所等ではゼロ
チェック動作を行う。HOLD「H」又は LIGHTスイッチを押して自動ゼロチェック動作を選択し、
MEMORY「M」スイッチを押してゼロチェックを行う。

⑦　メータの読み方
・指示値が変動するときは、10 秒程度観測し、振れ幅の中央値を読み取る。
⑧　測定終了後
・電源スイッチを 2秒間押す。液晶表示器の表示がすべて消灯し、電源が切れる。
⑨　注意事項
・動作が正常かどうかは、必ず出動前に確認する。
・精密機械なので、取扱いは丁寧にし、ショックを与えない。
・雨天時や汚染レベルの高い区域での測定は、ポリエチレン袋等を用いて測定器や検出器が濡れた
り汚染したりしないようにする。なお、測定の対象となる放射線はγ線なので、ポリエチレン袋
による影響は無視できる。
・測定中に検出器の部分に触れない。
⑩　点検・保守
・湿気の少ない場所に保管する。
・長時間使用しない場合は、電池を取り出してサーベイメータと一緒に保管する。少なくとも、1ヶ
月に 1回は電池をチェックして、常にサーベイメータが正常に動作することを確認する。故障原
因は、電池の腐食による接点不良や、液漏れによる回路破損が最も多い。
・性能確認のため、1回 /年をめやすに、点検校正を実施するのが望ましい。
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４．放射線の測定

6　環境測定用サーベイメータ（TCS-161 型）

①　使用前の状態
　「RANGE」スイッチを最大値にしておく。
②　電池のチェック
・「FUNCTION」スイッチを「OFF」から「BATT.」に切り替える。
・メータの指針が「緑」の範囲にあることを確認する。指針が「緑」から左側に外れている場合は、
「FUNCTION」スイッチを「OFF」にし、電池を交換する。

③　高電圧のチェック
・「FUNCTION」スイッチを「BATT.」から「HV」に切り替える。
・メータの指針が「赤」の範囲にあることを確認する。指針が「赤」から外れている場合は、正し
い計測ができないので調整をメーカー等に依頼する。

④　測定
・「FUNCTION」スイッチを「HV」から「USE」に切り替える。
・メータを見ながら「RANGE」スイッチを最大値から順に切り替え、指針が中央付近にくるよう
な「RANGE」を選択する。
・測定中に放射線の計測を“音”で確認したいときは、「FUNCTION」スイッチを「 」に切り
替える。

⑤　時定数（TIME CONST.）の選択
・「TIME CONST.」スイッチは「3」、「10」、「30」sec と 3 段階に分かれている。
・線量率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」を選択する。バックグラ
ウンドを測定する場合は、「30」sec を選択するのが好ましい。

⑥　メータの読み方
・目盛は、上部目盛で「0」から「3」まで、下部目盛で「0」から「10」までとなっている。
・測定値は、レンジが「0.3」、「3」、「30」のときは上部目盛で読み、レンジが「0.3」のときは読取
り値を 1/10、レンジが「3」のときは読取り値のまま、レンジが「30」のときは読取り値を 10 倍
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４．放射線の測定

する。レンジが「1」、「10」のときは下部目盛で読み、レンジが「1」のときは読取り値を 1/10、
レンジが「10」のときは読取り値のままにする。
・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振れ幅の中央付近の値をメータ
の真上から読み取る。

⑦　測定終了
測定が終了したら「RANGE」スイッチを最大値にして「FUNCTION」スイッチを「OFF」にする。
⑧　注意事項
・使用前に必ず作動させ、正常であるかを確認すること。
・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意すること。
・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータをポリエチレン袋等で覆い、
濡れたり汚染したりしないようにすること。
・性能確認のため、1回 /年をめやすに、点検校正を実施するのが好ましい。
・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に保管すること。

資料２　活動の基礎知識

3 － 203

資
料
編

第Ⅲ編.indd   203第Ⅲ編.indd   203 2014/03/19   14:24:242014/03/19   14:24:24



４．放射線の測定

7　環境測定用サーベイメータ（TCS-171 型）

①　電源スイッチ
・電源スイッチを約 2秒間押すと、液晶表示器の表示が下記のようになり、自動的に電源チェック
等が行われ、問題がなければ測定状態となる。
　　□ＡＬＯＫＡ□ＴＣＳ－１７１□□ ：型　　名
　　　　　　　　　↓
　　□０４／０３／０１□１３：３０□ ：時　　刻
　　　　　　　　　↓
　　□□□□□□ＢＡＴＴ．＝■■■■ ：電池残量
　　　　　　　　　↓
　　□□□□□□□ＨＶ□＝□ＯＫ□□ ：HV状態
　　　　　　　　　↓
　　□□３□□□０．０６μＳｖ／ｈ□ ：測定状態
　　　　↑　　　　　　　↑
　　　時定数　　　 線量率値
　なお、エラー表示については、以下のとおりである。
・電池残量表示
　電池残量表示が BATT. ＝■□□□で点滅している場合、バッテリーダウン予告表示なので電池
を早めに交換する。なお、測定中に液晶表示器の左に“B”が点灯した場合も同様である。
・HV状態表示
　□□□□□□□HV□＝ERRORは、HV出力異常のため、正しい計測ができないので、調整をメー
カー等に依頼する。

②　測定
・線量率測定レンジのスイッチ「▲」（UP）及びスイッチ「▼」（DOWN）により、指針が中央付
近にくるようなレンジを選択する。
・測定中に放射線の計測数を“音”で確認したいときは、モニタ音スイッチを押す。
③　時定数（TIME CONST.）の選択
・「TIME CONST.」スイッチは、「3」、「10」、「30」sec と 3 段階に分かれている。
・線量率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」を選択する。バックグラ
ウンドを測定する場合は「30」sec を選択するのが好ましい。
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４．放射線の測定

④　メータの読み方
・目盛は、上部目盛では「0」から「3」まで、下部目盛では「0」から「10」までとなっている。
単位切替えスイッチにより、μ Sv/h とμ Gy/h を切り替えることができるので、測定したい単
位を選択する。
・測定値は、レンジが「0.3」、「3」、「30」のときは上部目盛で読み、レンジが「0.3」のときは読取
り値を 1/10、レンジが「3」のときは読取り値のまま、レンジが「30」のときは読取り値を 10
倍する。
・レンジが「1」、「10」のときは下部目盛で読み、レンジが「1」のときは読取り値を 1/10、レンジが「10」
のときは読取り値のままにする。
・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振れ幅の中央付近の値をメータ
の真上から読み取る。

⑤　測定終了
・電源スイッチを約 2秒間押し「OFF」にする。
⑥　注意事項
・使用前に必ず作動させ、正常であるかを確認すること。
・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意すること。
・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータをポリエチレン袋等で覆い、
濡れたり汚染したりしないようにすること。
・性能確認のため、1回 /年をめやすに、点検校正を実施するのが好ましい。
・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に保管すること。
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４．放射線の測定

8　汚染検査用サーベイメータ（TGS-133 型）

①　使用前の状態
・「COUNT RATE」スイッチは最大値。
②　電池のチェック
・「FUNCTION」スイッチを「OFF」から「BATT.」に切り替える。
・メータの指針が「緑」の範囲にあることを確認する。指針が「緑」から左側に外れている場合は、
「FUNCTION」スイッチを「OFF」にし、電池を交換する。
③　高電圧のチェック
・「FUNCTION」スイッチを「BATT.」から「HV」に切り替える。
・メータの指針が「赤」の範囲にあることを確認する。指針が「赤」から外れている場合は、正し
い計測ができないので調整をメーカー等に依頼する。

④　測定
・「FUNCTION」スイッチを「HV」から「USE」に切り替える。
・メータを見ながら「COUNT RATE」スイッチを最大値から順に切り替え、指針が中央付近にく
るような「COUNT RATE」を選択する。
・測定中に放射線の計測数を“音”で確認したいときは、「FUNCTION」スイッチを「 」に切
り替える。

⑤　時定数（TIME CONST.）の選択
・「TIME CONST.」スイッチは「3」、「10」、「30」sec と 3 段階に分かれている。
・計数率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」を選択する。バックグラ
ウンドを測定する場合は、「30」sec を選択するのが好ましい。

⑥　メータの読み方
・目盛は、上部目盛で「0」から「300」min 1 まで、下部目盛で「0」から「100」min 1 までとなっ
ている。
・測定値は、「COUNT RATE」が「300」、「3k」、「30k」のときは上部目盛で読み、「COUNT
RATE」が「300」のときは読取り値のまま、「COUNT RATE」が「3k」、「30k」のときは、そ
れぞれ読取り値を 10 倍、100 倍にする。
・また、「COUNT RATE」が「100」、「1k」、「10k」、「100k」のときは下部目盛を読み、「COUNT
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４．放射線の測定

RATE」が「100」のときは読取り値のまま、「COUNT RATE」が「1k」、「10k」、「100k」のときは、
それぞれ読取り値を 10 倍、100 倍、1000 倍にする。
・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振れ幅の中央付近の値をメータ
の真上から読み取る。

⑦　汚染測定の方法
・検出器を対象物の表面から 1cm程度はなしてゆっくり移動させながら測定する。
⑧　測定終了
・「COUNT RATE」スイッチを最大値にし、「FUNCTION」スイッチを「OFF」にする。
⑨　注意事項
・使用前に必ず作動させ、正常であることを確認すること。
・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意すること。
・突起等のあるものを測定するときは、GM計数管の窓を破損させないように注意すること。
・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータをポリエチレン袋等で覆い、
濡れたり汚染したりしないようにすること。
・汚染の測定をするときは、検出器の前面に薄いポリエチレンシートをかぶせ、検出器の先端に付
いているゴムバンドで固定して使用すること。
・性能確認のため、1回 /年をめやすに、点検校正を実施するのが好ましい。
・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に保管すること。
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４．放射線の測定

9　汚染検査用サーベイメータ（TGS-146 型）

①　電源スイッチ
・電源スイッチを約 2秒間押すと、液晶表示器の表示が下記のようになり、自動的に電源チェック
等が行われ、問題がなければ測定状態となる。
　□ＡＬＯＫＡ□ＴＧＳ－１４６□□ ：型　名
　　　　　↓
　□０３／０１／１３□１３：３０□ ：時　刻
　　　　　↓
　□□□□□□ＢＡＴＴ．＝■■■■ ：電池残量
　　　　　↓
　□□□ＡＬＡＲＭ□□ＯＦＦ□□□ ：警報動作設定
　　　　　↓
　□□□□□□□ＨＶ□＝□ＯＫ□□ ：HV状態
　　　　　↓
　□□３□□□□□□□□□□０□□ ：測定状態
　　　↑　　　　　　　　　　↑
　　時定数　　　　　　　　計数率

なお、測定状態で表示を警報設定値表示にしたとき下記の表示になる。
　□□３□ＡＬ□□□□１．００ｋ□
　　　↑　　　　　　　　　↑
　　時定数　　　　　　警報設定値
　エラー表示については、以下のとおりである。
・電池残量表示
　電池残量表示が BATT. ＝■□□□で点滅している場合、バッテリーダウン予告表示なので電池
を早めに交換する。なお、測定中に液晶表示器の左に“B”が点灯した場合も同様である。
・HV状態表示
　□□□□□□□HV□＝ERRORは、HV出力異常のため、正しい計測ができないので、調整をメー
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４．放射線の測定

カー等に依頼する。
②　測定
・測定レンジ切り替えスイッチ「▲」（UP）及び測定レンジ切り替えスイッチ「▼」（DOWN）により、
指針が中央付近にくるようなレンジを選択する。
・測定中に放射線の計測数を“音”で確認したいときは、「 」モニタ音スイッチを押す。
③　時定数（TIME CONST.）の選択
・「TIME CONST.」時定数設定 . スイッチは、「3」、「10」、「30」sec と 3 段階に分かれている。
・計数率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」を選択する。バックグラ
ウンドを測定する場合は「30」sec を選択するのが好ましい。

④　メータの読み方
・目盛は、上部目盛では「0」から「3」まで、下部目盛では「0」から「10」までとなっている。
・測定値は、レンジが「300」、「3k」、「30k」のときは上部目盛で読み、レンジが「300」のときは
読取り値を 100 倍、レンジが「3k」のときは 1,000 倍、「30k」の時は 10,000 倍する。
・レンジが「100」、「1k」、「10k」、「100k」の時は下部目盛で読み、レンジが「100」のときは読取
り値を 10 倍、「1k」の時は 100 倍、「10k」の時は 1,000 倍、「100k」の時は 10,000 倍する。
・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振れ幅の中央付近の値をメータ
の真上から読み取る。

⑤　測定終了
・測定レンジを最大の 100k にする。
・電源スイッチを約 2秒間押し「OFF」にする。
　なお、この測定器では、スイッチを「ON」にすると、自動的に終了時の測定レンジにセットされる。
⑥　注意事項
・使用前に必ず作動させ、正常であるかを確認すること。
・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意すること。
・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータをポリエチレン袋等で覆い、
濡れたり汚染したりしないようにすること。
・汚染の測定をするときは、検出器の前面に薄いポリエチレンシートをかぶせ、検出器の先端に付
いているゴムバンドで固定して使用すること。
・性能確認のため、1回 /年をめやすに、点検校正を実施するのが好ましい。
・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に保管すること。
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５．汚染検査・除染

○緊急検査（目標 1分以内 /1 人）
・重篤な外傷等により救命対応を優先させる必要がある要救助者に対して、体表面の空間線量率を
短時間で測定する汚染検査（救助者の外部被ばくの軽減を念頭において場の安全を確保する）
・緊急検査を実施する要救助者の周囲の空間線量率（単位：μ Sv/h 等）を測定

環境測定用放射線測定器を使用し、要救助者から 10cm程度の位置で体の中央付近を頭から足まで
前面と背面を測定する。

○詳細検査
・放射線測定器により、全身（全体）を確実に測定する汚染検査
・計数率（単位：cpm等）を測定

汚染検査用放射線測定器を要救助者から 1cm程度離し、1秒間に 5cm程度の早さで測定する。
なお、測定値が変化した位置で測定器を静止し汚染を確認する。検査は全身を詳細に実施する。
（検査時に容体が悪化した場合には速やかに緊急検査に移行する。）

  

（１）汚染検査手順例
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５．汚染検査・除染

（２）内部被ばくスクリーニング検査（鼻スメア）手順例
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５．汚染検査・除染

※　収納する袋に試料番号、氏名、採取日時を記入する代わりに予めシール等を用意しておくと効率
的に行うことができる。

シールの様式（例）
試料番号：

氏　　名： ＩＤ：

試　料　名

鼻腔スワブ（　右　・　左　）　　　　　　口角スワブ
創傷ガーゼ（部位　　　　　　　　　　　　　）
除染ガーゼ（部位：　　　　　　　　　　　　）　血液　　　尿

衣　　服（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
持込物品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そ の 他（　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　）　　　　　
採　取　日　時 　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　分

汚
染
検
査

測定結果 汚染なし　・　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

測定日時 　　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　　分

機種番号

担当者

測定・検査項目 　定性　・　定量　・　生化学　・　（　　　　　　　　　）

検　査　報　告 　　未　・　済　　　（　　　　年　　　　月　　　　日　）

備　　　考
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５．汚染検査・除染

【創傷部の除染】
①　創傷部位の周りに汚染拡大防止措置をし、注射器に入れた生理食塩水又は水を創傷部位に流し
除染する。除染の際は、洗い流した水はタオル・おむつ（高吸水性ポリマー）等を使用して吸水
させる。
②　除染後は再度汚染検査を実施し、汚染が残存している場合は、除染を繰り返す。
③　除染終了後は、創傷部位を滅菌ガーゼで覆いテープ等で止める。
　※創傷部の除染は、基本的に医療従事者が実施する。

【頭髪、頭部の除染】
①　水で湿らせたタオル等で毛先に向かって拭き取る。
②　拭き取りだけでは除染が不十分な場合には、シャンプー又は中性洗剤で洗い流す。
③　洗い流す際、眼、鼻、口等に水が入らないように注意する。

【眼の除染】
①　生理食塩水又は水で除染する側を下にして受水器を当てながら洗い流す。洗い流した後、余分
な水分はガーゼで拭き取る。

【鼻の除染】
①　鼻をかませ、湿らせた綿棒で
粘膜を傷つけないように拭き取
る。
②　拭き取った綿棒は、内部汚染
の試料となるのでポリ袋に入れ
て保管する。

【口の除染】
①　唇や口の周辺を拭き取った
後、水でうがいをする。洗い流
した後、余分な水分はガーゼで
拭き取る。

【耳の除染】
①　耳たぶの内側と外側をよく拭
き取る。
②　綿棒に水を湿らせて、傷つけ
ないように拭き取る。

【健常部位の除染】
①　水で湿らせたガーゼで中心に
向かって拭き取る。
②　除染後に再度汚染検査を実施

（３）各部位の除染
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５．汚染検査・除染

し、汚染が残存している場合は、除染を繰り返す。
③　除染が不十分な場合には中性洗剤で洗い流す。

【除染剤と方法】
対　象 除染剤 方　法

頭　髪 シャンプー 拭き取る
洗い流す

皮　膚 中性洗剤（原液） 拭き取る
洗い流す

粘　膜 生理食塩水
水 洗い流す

創　傷 生理食塩水 洗い流す

　皮膚汚染は、多くの場合家庭用の中性洗剤で除染できるが、頑固な除染には、除染クリーム（オ
レンジオイル）も考慮する。中性洗剤は原液で使用しますが、皮膚かぶれを起こす人に対しては、
2～数倍に希釈して用います。

【拭き取り時の留意事項】

①　除染を行う場合いずれの部位においても常に汚染を中心に向かって行い、汚染を広げない
ように注意する。

②　一度使用したガーゼ等は再度使用しない。
③　皮膚が赤くなるまでこすらない。
④　原則として汚染している部位を下側にして除染する。
⑤　劇的に汚染している場合を除き除染は 3回まで（3回以上行っても除染できない場合は、
それ以上の汚染拡大はないと考えられる。）

⑥　除染中の飛散に注意。床に飛散したならば直接踏まないよう、汚染箇所にウエスを敷いた
り、布テープを貼ったりして対処する。

【水を使用した除染時の留意事項】

① 除染に使用した水は、流さずに溜めておく。
② 除染水が少量の場合は、保管を容易にするため、可能な限り紙等に染み込ませる（誤って
こぼして拡大させないため。）。

③ 飛沫に注意する。
④ 脱衣を行う際、プライバシーに配慮し更衣場所を確保する。
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６．消防活動における被ばく線量限度

１．被ばく線量限度等

【１回の活動あたりの被ばく線量の上限】
①　通常の消防活動
　　　１回あたり　10mSv 以下

（根拠）通常の消防活動における 1回の活動あたりの被ばく線量の上限であり、一定の消防活動
効果を得ながら、合理的に実行可能な手法により、消防隊員の被ばく線量をできる限り低く
抑えることを考慮する。

【被ばく線量限度】
②　救命救助等の緊急時活動（「人命救助」、「放置すれば事態の急激な悪化をもたらし、消防機関
が介入すれば相当な効果が期待できる消火活動」等）

　　　１回あたり　100mSv

（根拠）原子力災害対策指針に示された防護措置（「参考①」を参照）を踏まえ、電離放射線障
害防止規則を準用（「参考③」を参照）。

（運用時の留意点）
本活動の活動環境は極めて厳しいものが予想される。そのような場合であっても消防隊員の
被ばく線量を確実に実効線量限度以下にするため、その実効線量限度の運用（個人警報線量計
の警報設定値、活動時間管理等）にあたっては、消防活動の特殊性（「参考②」を参照）を考慮し、
安全率を 2～ 3倍にとり、以下の通りとする。

　　　　１回　30～ 50mSv

③　繰り返し消防活動を行う場合
決められた 5年間の線量が 100mSv（ただし、任意の 1年に 50mSv を超えるべきでない。）

（根拠）原子力災害対策指針に示された防護措置（「参考①」を参照）を踏まえ、電離放射線障
害防止規則を準用（「参考③」を参照）。

２．留意事項
上記の考え方は原則であり、具体的には、対象とする原子力施設等の種類・特性、各消防本部の
原子力災害時等に備えた消防力（職員、防護資機材等）等の実績を考慮するものとする。
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６．消防活動における被ばく線量限度

＜参考＞
①　原子力災害対策指針で定める基準（原子力規制委員会告示）
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針（平成 25 年
9 月改正）では、防災業務関係者の防護措置について以下のように記載されている。

防災業務関係者については、安全を確保し、ある程度の被ばくが予想されることを踏まえた防
護措置が必要である。具体的には、直読式個人線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）、
被ばくを低減するための防護マスク及びそのフィルター並びに必要な防護衣を十分な数量を配
布するとともに、必要に応じて安定ヨウ素剤を予防服用させること、後日においてホールボディ
カウンターによる内部被ばく測定を行うこと等が必要である。さらに、輸送手段、連絡手段の
確保が必要である。
　また、防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する線量限度を参
考とするが、防護活動に係る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。

②　消防活動の特殊性（消防活動において考慮すべき状況）
ア．消防活動が重要な局面をむかえている場合（まさに救助が行われており継続することが救命に
つながる状況下にある場合、消火寸前でかつ継続しないと再び拡大する場合など）の活動時間の
延長
イ．活動中の事故、けがによる活動時間の延長
ウ．その他、不測の事態が発生し、退出等が遅れる場合など

③　労働安全衛生法・電離放射線障害防止規則で定める実効線量限度
電離放射線障害防止規則 ( 平成 25 年 7 月改正 ) では、放射線業務従事者の一定期間内における線
量限度について、以下のように記載されている。

（放射線業務従事者の被ばく限度）
ア．実効線量が五年間につき 100mSv を超えず、かつ、一年間につき 50mSv を超えないよう
にしなければならない。
イ．女性の放射線業務従事者（妊娠する可能性がないと判断されたもの及び妊娠と診断された
ものを除く。）の受ける実効線量については、三月間につき 5mSv を超えないようにしなけ
ればならない。
ウ．妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出
産までの間につき、内部被ばくによる実効線量については、1mSv を超えないようにしなけ
ればならない。

（緊急作業時における被ばく限度）
　　緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性は、実効線量について
は、100mSv を超えないようにしなければならない。
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７．原子力緊急事態関係資料

我が国には、原子力施設として、原子力発電所、核燃料使用施設、核燃料加工施設等が立地してい
ます。

（１）我が国の主な原子力施設立地地点
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７．原子力緊急事態関係資料

原子力災害が発生した場合において、その事態に応じて臨機応変に対処する必要があります。
その際、住民等に対する被ばくの防護措置を短期間で効率的に行うためには、あらかじめ異常事
態の発生を仮定し、施設の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性がある区域を定めた上で、重
点的に原子力災害に特有な対策を講じておくこと（以下、当該対策が講じられる区域を「原子力災
害対策重点区域」という。）が必要です。

　①　実用発電用原子炉の場合

(H26.1 )

H24.3.22

H26.1

5kmは原子力緊急事態となった場合には直ちに避難することとされ、また、重点的に緊急時防護措
置を準備する区域（UPZ）について、原発から概ね半径 30kmを目安とすることとされています。
この目安については、原子力規制委員会において、主として参照する事故の規模等を踏まえ迅速
で実効的な防護措置を講ずることができるよう検討した上で、継続的に改善されることとされてい
ます。
またUPZ 外においても、プルーム通過時には放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被ばく等の影響
もあることが想定されますが、プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域
（PPA）の具体的な範囲や防護措置の実施の判断の考え方についても、今後、原子力規制委員会に
おいて検討のうえ、指針に反映することとされています。

（２）原子力災害対策重点区域の範囲
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７．原子力緊急事態関係資料

②　実用発電用原子炉以外の場合

施設の種類 重点区域の目安（半径）
研究開発段階にある原子炉及び 50MWより大きい試験研究の用に供する原子炉施設 約 8～ 10km（※１参照）

再処理施設
試験研究の用
に供する原子
炉施設
(50MW 以下 )

約 5km
熱出力≦ 1kW 約 50m
1kW＜ 〃 ≦ 100kW 約 100m
100kW＜ 〃 ≦ 10MW 約 500m
10MW＜ 〃 ≦ 50MW 約 1500m
特殊な施設条件等を有する施設 ※２参照

加工施設及び
臨界量以上の
核燃料物質を
使用する使用
施設

核燃料物質（質量管理、形状管理、幾何学的安全配置等による厳格
な臨界防止策が講じられている状態で、静的に貯蔵されているもの
を除く。）を臨界量（※３参照）以上使用する施設であって、以下の
いずれかの状況に該当するもの
・不定形状（溶液状、粉末状、気体状）、不定性状（物理的・化学的工程）
で取り扱う施設
・濃縮度５％以上のウランを取り扱う施設
・プルトニウムを取り扱う施設

約 500m

それ以外の施設 約 50m
廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設 約 50m
使用済燃料中間貯蔵施設（※４参照） 約 50m（※５参照）
※１　独立行政法人日本原子力研究開発機構「もんじゅ」「ふげん」の重点地域については、実用発電用原子炉と同様

とする。
※２　特殊な施設条件等を有する施設及びその区域の目安
（ⅰ）独立行政法人日本原子力研究開発機構ＪＲＲ－４　約 1000m
（ⅱ）独立行政法人日本原子力研究開発機構ＨＴＴＲ　約 200m
（ⅲ）独立行政法人日本原子力研究開発機構ＦＣＡ　約 150m
（ⅳ）株式会社東芝ＮＣＡ　約 100m
※３　区域の目安についての技術的補足事項

臨界量は、水反射体付き均一UO2F2 又は Pu(NO3)4 水溶液の最小推定臨界下限値から導出された量を用いる。
・ウラン（濃縮度５％以上） 700g-235U
・ウラン（濃縮度５％未満） 1200g-235U
・プルトニウム 450g-239Pu

※４　事業所外運搬用の輸送容器である金属製乾式キャスクを貯蔵容器として用いた施設に限る。
※５　区域の目安の距離を約 50mとする場合の施設からの距離の考え方については、金属キャスクを貯蔵する区域と

する。
（出典：原子力災害対策指針（H25.9））

実用発電用原子炉以外の場合は表のとおりですが、①の実用発電用原子炉に係る見直し内容も踏
まえた見直しを行うべく、今後、原子力規制委員会において検討し、指針に反映することとされて
います。
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７．原子力緊急事態関係資料

放射性ヨウ素が呼吸や飲食物を通じて人体に取り込まれると、甲状腺に集積し、放射線被ばくの影
響により数年～数十年後に甲状腺癌等を発生させる可能性があります。
安定ヨウ素剤とは、放射性でないヨウ素を内服用にヨウ化カリウムのような形で製剤化したもので、

放射性ヨウ素が体内に取り込まれる前に安定ヨウ素剤を服用すると、血中の安定ヨウ素濃度が通常以
上に高くなり、甲状腺ホルモンの合成が一時的に抑えられ血中から甲状腺へのヨウ素の取り込みが抑
制されるとともに、血中のヨウ素濃度の大半を安定ヨウ素で占めることにより甲状腺への放射性ヨウ
素の到達量を低減させることができます。
ただし、安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による内部被ばくに対する防護効果に限定されることから、

避難や屋内退避等の防護措置と組み合わせて活用する必要があります。
また、放射性ヨウ素が体内に取り込まれた後に安定ヨウ素剤を服用しても効果は極めて小さくなる

ため、適切なタイミングで速やかに服用するが必要です。
他方、以下の安定ヨウ素剤の服用不適項目に該当する者（以下 ｢服用不適切者｣ という。）や慎重

投与の必要性がある者（以下「慎重投与対象者」という。）は、副作用の可能性があるので留意が必
要です。

○服用してはいけない方
・安定ヨウ素剤の成分、または、ヨウ素に対し、過敏症の既往歴のある方
（ポピドンヨード液（うがい薬に含まれます）及びルゴール液使用後並びにヨウ化カリウム
丸服用後に蕁麻疹や呼吸困難や血圧低下などのアレルギー反応を経験した方）

○慎重に服用する必要のある方
・ヨード造影剤過敏症と言われたことのある方
・甲状腺機能亢進症と言われたことのある方
・甲状腺機能低下症と言われたことのある方
・腎機能障害と言われたことのある方
・先天性筋強直症と言われたことのある方
・高カリウム血症と言われたことのある方
・低補体血症性蕁麻疹様血管炎と言われたことのある方
・肺結核の患者と言われたことのある方
・ジューリング疱疹状皮膚炎と言われたことのある方

○下記の薬を服用している場合には安定ヨウ素剤と相互作用を起こす可能性があります。
・カリウム含有製剤、カリウム貯留性利尿剤、エプレレノン
・リチウム製剤
・抗甲状腺薬（チアマゾール、プロピルチオウラシル）
・ACE阻害剤、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤、アリスキレンフマル酸塩

安定ヨウ素剤は、緊急時に服用するものですが、副作用の可能性があることを理解して下さい。副
作用として、一般的な過敏症（発疹など）、消化器系（悪心・嘔吐、胃痛、下痢、口腔・咽喉の灼熱
感、金属味覚、歯痛、歯肉痛、血便（消化管出血）など）、その他（甲状腺機能低下症、頭痛、息切れ、
かぜ症状、不規則性心拍、皮疹、原因不明の発熱、首・咽喉の腫脹など）の症状が報告されています。
安定ヨウ素剤の服用回数は原則 1回としています。ただし、再度の服用がやむを得ないと原子力規

制委員会が判断し、その判断に基づいて、原子力災害対策本部又は地方公共団体からの指示があった
場合にのみ 24 時間の間隔を空けて服用することとなっています。

※「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（地方公共団体用）」（H25.7.19 作成、同年 10.9 修正。
原子力規制庁原子力防災課）より記載

（３）安定ヨウ素剤の予防服用

資料２　活動の基礎知識

3 － 220

資
料
編

第Ⅲ編.indd   220第Ⅲ編.indd   220 2014/03/19   14:24:272014/03/19   14:24:27



７．原子力緊急事態関係資料

放射線被ばく事故等が発生した際には、汚染物質の特定や被ばく線量の推定等の情報をもとに迅速
に診断および治療を行うため、被ばく医療の専門医師、線量評価や放射線防護に関する専門家が、緊
密に連携して活動する必要があります。
独立行政法人　放射線医学総合研究所（以下、放医研）は 2010 年 1 月、万が一の放射線被ばく事

故や原子力災害の発生に備えて、被ばく医療の専門医師、線量評価や放射線防護の専門家を事故・
災害対応の現場や関連施設、医療機関等に派遣するため、緊急被ばく医療支援チーム（REMAT;
Radiation Emergency Medical Assistance Team）を発足させました。これは世界初の被ばく医療の
チームです。
派遣されるチームは、REMAT専任職員の他、各分野の専門知識を有する放医研職員で構成され、
原子力災害に限らず、国内外の放射線被ばく事故、放射性物質による汚染事故等に対応します。

＜資機材＞
REMATは、派遣先での被ばく医療の支援および助言、そのための被ばく線量の推定や分析、放射

線防護に必要な機材を装備し、派遣に備えています。

　１．REMAT車両
　すべての車両には、REMAT隊員の過剰な被ばくを防ぐため、遠隔地からでも安全の確保を
確認できるラジプローブシステムや複合災害時でも通信を確保するための衛星通話通信装置を
装備しています。
支援車：約 40 台の放射線計測機を装備し、被災者や環境の放射線サーベイを展開することが
できます。また現場における REMATの指揮機能も有しています。シャワー設備も備えて
いて、放射性物質で汚染した被災者の除染も可能です

大型救急車：汚染の可能性のある複数の患者を搬送することが可能です。
検査測定車：発災初期段階の支援活動で被災者の被ばく線量の推定と分析を行うことを主目的
としています。現地活動用の高性能小型計測器等を搭載するほか、簡易ドラフト、薬品保管
庫を設置しており、簡易な試料の計測、分析等も可能です。

（４）REMAT（緊急被ばく医療支援チーム）
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７．原子力緊急事態関係資料

２．ラジプローブ
可搬型の機材により、ガンマ線・中性子線線量率、ガンマ線エネルギースペクトル、位置情報、

周辺映像の情報を収集し、地上通信網や衛星通信網によって、遠隔地へリアルタイムに情報を伝
送するシステムです。
情報はリアルタイムにウェブページに加工され、インターネットに接続した PCなどから閲覧

可能です。放医研等にいる後方支援者は現地の放射線情報、位置情報などを常に把握し、この情
報を基に派遣者に指示を送ることができます。
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７．原子力緊急事態関係資料

３．医薬品
　主に除染剤等を準備しています。

薬　剤 効　能

プルシアンブルー フェロシアン化第二鉄
体内からCs 137 を体外

アルギン酸ナトリウム ラジウムの消化管吸収を抑制する。

ヨウ化カリウム丸 放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積するのを抑える。
また、放射性ヨウ素の内部被ばくの治療剤。

ジメルカプロール 体内に取り込んだ鉛、水銀、ポロニウム、金な
どの重金属を排出させる。

ペニシラミン 体内に取り込んだコバルト、銅、金、鉛などの
重金属を排出させる。

メシル酸デフェロキサミ
ン 体内に取り込んだ鉄を排出させる。

CaDTPA
ZnDTPA

ウランやプルトニウムなどの超ウラン元素を体
外に排出させる。

４．計測機器

名　称 使用目的

γ線線量率計
低レベルγ：Cｓ I
高レベルγ：半導体検出器
中性子：LiI（Eu）

1）人体に密着させ、体内に摂取された放射
能を測定する。
2）空間線量率を測定する。

γ線スペクトロメータ
（LaBr3（Ce））

甲状腺に密着させ、摂取された放射能を測
定する。

γ線核種同定装置（HPGe） 生体試料・水・土壌等に含まれる放射性物
質を特定する。
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７．原子力緊急事態関係資料

放射能個人線量計 空気中のα放射能、β放射能を計測し、設
定値を超えた場合には警報を発する。

放射線個人線量計 中性子線、γ線に対し個人の被ばく線量を
計測し、設定値を超えた場合には警報を発
する。

広帯域γ線サーベイメータ 通常時から事故時に至るまでγ線の空間線
量率をモニタする。

α / β / γ線汚染サーベイ
メータ

あらゆる表面汚染をモニタする。

可搬式ウェル型NaI 測定装置 放医研より派遣される人員や機材を運ぶた
めのスクリーニング車に搭載し、事故現場
で所得した試料の測定を行うために用いる。

CZT He3 検出器採用スペク
トロサーベイメータ

放医研より派遣される人員や機材を運ぶた
めのスクリーニング車に搭載し、事故現場
で取得した試料の測定を簡易的且つ高精度
で行うために用いる。

α /β /γ線空気汚染モニタ モニタリングカーや救急車に搭載し、作業
を行う場所における空気汚染状況を調べ、
派遣者の安全を確保するために用いる装置
である。

可搬型α線スペクトロメータ 放射性物質に汚染された物から放出される
α線をエネルギー毎に分析し、放射性物質
の核種と量を測定するために用いる。

可搬型γ線スペクトロメータ 放射性物質に汚染された物から放出される
γ線をエネルギー毎に分析し、放射性物質
の核種と量を測定するために用いる。
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７．原子力緊急事態関係資料

半導体式サーベイメータ 1）α線、β線サーベイが可能
2）α線、β線カットフィルタを装着して
γ線まで計測可能

GMサーベイメータ β線（γ線）の体表面汚染を測定する。

NaI サーベイメータ γ線の空間線量率を測定する。

ZnS サーベイメータ α線の表面汚染を測定する。

電離箱式サーベイメータ γ線の空間線量率を測定する。

５．防護資機材

名　称 使用目的

電動ファン付き呼吸用保護具 放射性物質汚染防護、内部汚染防止のため。

全面マスク 放射性物質汚染防護のため。
フィルターは別途準備あり。

半面マスク 放射性物質汚染防護のため。
フィルターは別途準備あり。

個人装備 タイベックスーツ、マスク、
ゴム手袋、靴カバー、帽子、
ゴーグル等

個人装備一式を各サイズ準備している。

養生用資機材 ビニールシート、ポリろ紙
シート、養生用テープ、ビニー
ル袋等

養生に必要な資機材を各種準備している。
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７．原子力緊急事態関係資料

（「原子力安全に関する IAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書（平成 23 年 6 月）添付V 20」を元に作成）

国際放射線防護委員会（ICRP）や国際原子力機構（IAEA）は、公衆が受ける積算線量の基準を、
平常時のものと事故時のものに分けて示しており、我が国もそれに従っています。
平常時は年間の被ばく線量は１mSv を超えないよう、原子力施設敷地境界の放射線量は管理され

ています。
しかし、原子力施設で事故が発生し大量の放射性物質が放出された場合、放射性プルームの中の放

射性物質からの放射線により影響（赤の斜線の部分）、事故が継続している段階での地表面に降下し
沈着した放射性物質から影響（オレンジの斜線の部分）、事故が収束した後の汚染による影響（紫の
斜線の部分）が考えられます。
そのため、住民への健康、生活基盤及び環境への影響等を防止又は緩和し、できるだけ早く通常の

活動に復帰できるように様々な防護対策を講じられます。特に事故の初期段階では事故の進展状況や
放射線量により短時間に様々な防護措置が必要となります。

（５）放射線防護の線量の基準に係るタイムラインの考え方

の影響※ 100mSv/ 年以下では健康への
は「合はないが、原子力・放射線利用では
目指理的に達成できる限り低く」を

している。

（（（a（a）事）事事）事）事故発故発故発故発生初生初生初生初期大期大期大期大きなきなきなきな被被被被
ばくを避を避けるけるためための基の基準準

（b（b）緊緊緊急時急時急 の状の状の状況（況（況（事故事故事故継続継続継続
等））におにおに けるる基準基準基準

（c（c）事）事事故収故収故収束後束後束後の汚の汚の汚染に染に染によよよ
る被ばくくの基準
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INES とは、原子力施設で発生した事象（トラブル）の重要度を簡明かつ客観的に判断するため
の国際的な評価尺度であり、国際原子力機関（IAEA）と経済協力開発機構／原子力機関（OECD/
NEA）が協力して呼びかけた国際的な専門化グループによって策定されたものである。
本評価尺度は、原子力産業に関連するすべての施設で発生した事象及びそれらの施設間の放射性
物質の輸送時に発生した事象に適用可能である。
本評価尺度では事象を 7つのレベルに分類しており、そのうち低いレベル（レベル 1～ 3）を「異
常な事象」と呼び、高いレベル（レベル 4～ 7）を「事故」と呼ぶ。また、安全上重要でない事象
はレベル 0に分類し、「尺度以下」と呼ぶ。その他、安全性に関係しない事象は「対象外／尺度以下」
と呼ぶ。
評価にあたっては、事象を本評価尺度の「所外への影響」、「所内への影響」、「深層防護の劣化」
の 3つの基準により評価するとともに、そのレベルのうち最高のものが当該事象の評価結果となる。
図表に尺度の構造及びその評価例を示す。
なお、INES の導入に当たっては、各国の状況によって尺度の微調整が許されており、我が国に
おいては実用発電用原子炉施設について、低いレベルにおける分類を細分化するため、国内向けに
はレベル 0に＋－のサブスケールの分類（0＋、0－）を行っている。

（6）原子力施設の事象の国際評価尺度（ＩＮＥＳ）（参考）
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原子力施設の事象の国際評価＊1

レ ベ ル 基　　　準
所外への影響 所内への影響 深層防護の劣化

事
故

7：深刻なレベル
放射性物質の重大な外部放出：ヨウ
素 131 等価で数万テラベクレル以上
の放射性物質の外部放出

6：大事故
放射性物質のかなりの外部放出：ヨ
ウ素 131 等価で数千から数万テラベ
クレル相当の放射性物質の外部放出

5：所外ヘリクス
を伴う事故

放射物質の限定的な外部放出：ヨウ
素 131 等価で週百から数千テラベク
レル相当の放射性物質の外部放出

原子炉の炉心や放射性物質障
壁の重大な損傷

4：所外への大き
なリスクを伴
わない事故

放射性物質の少量の外部放出：法定
限度を超える程度（数ｍ Sv）の公衆
被ばく

原子炉の炉心や放射性物質障
壁のかなりの損傷／従業員の
致死量被ばく

異
常
な
事
象

3：重大な異常事
象

放射性物質の極めて少量の外部放出：
法定限度の10分の1を超える程度（10
分の数ｍ Sv）の公衆被ばく

所内の重大な放射性物質によ
る汚染／急性の放射性障害を
生じる従業員被ばく

深層防護の喪失

2：異常事象
所内のかなりの放射性物質に
よる汚染／法定の年間線量当
量限度を超える従業員被ばく

深層防護のかなり
の劣化

1：逸脱 運転制限範囲から
の逸脱

尺
度
以
下
0：尺度以下 安全上重要でなはない事象

0 ＋　安全に影響
を与え得る事象
0 －　安全に影響
を与えない事象

評価対象外 安全性に関係しない事象

国際原子力事象評価尺度（INES）と評価例＊2

（国内外の主な事故）
レ ベ ル 評　価　例

事　故 7 深刻な事故
チェルノブイリ原子力発電所（1986、旧ソ連）
東北地方太平洋沖地震によって福島第一原子力発電所で起こった事
故（暫定 2011、日本）*3

6 大　事　故

5 所外へのリスクを伴う事故 スリーマイル島原子力発電所事故（1979、アメリカ）

4 所外への大きな
リスクを伴わない事故 JCOウラン加工工場臨界事故（1999、日本）

異常な
事象 3 重大な異常事象

旧動燃アスファルト固化処理施設火災爆発事故（1997、日本）
東北地方太平洋沖地震によって福島第二原子力発電所で起こったト
ラブル（暫定 2011、日本）*4

2 異　常　事　象 美浜発電所 2号炉蒸気発生器伝熱管損傷事故（1991、日本）

1 逸　　　　　脱 高速増殖炉もんじゅナトリウム漏洩（1995、日本）
敦賀発電所 2号炉冷却材漏洩（1999、日本）

尺度以下 0 尺　度　以　下
評　価　対　象　外

＊ 1　原子力安全委員会：平成 11 年版原子力安全白書 ,p.343,2000
＊ 2　原子力安全委員会：平成 11 年版原子力安全白書 ,p.8,2000
＊ 3  東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故・トラブルに対する INES（国際原子力・放射線事象評価尺

度の適用について 平成 23 年 4 月 12 日　経済産業省）
＊4  東北太平洋沖地震による福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故・トラブルに対するINES（国際原子力・

放射線事象評価尺度の適用について 平成 23 年 3 月 18 日　経済産業省）
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８．研修講座

１．（独）放射線医学総合研究所
⑴　概要
　　放射線事故・災害発生時に、消防関係者、警察関係者、放射線管理要員、医療従事者等の他職
種の人員が連携して被災者の救助、救急、放射線管理、医療処置などを円滑に行うことを、また、
医療従事者が医療施設で被災者を受け入れ、安全に処置、診断、被ばく線量評価を行うことを、
いずれも講義及び緊急被ばく医療施設等での実習を通じて学ぶことができる。

⑵　主な研修・講座（H25 年度実績※年度により内容が変更される場合がある。）
①　NIRS 被ばく医療セミナー
②　NIRS 放射線事故初動セミナー
③　放射線防護課程

⑶　対象者
①　医師、看護師、診療放射線技師、その他の病院職員
②　消防・救急、警察などを含めた初動対応者、搬送関係者、放射線利用施設の防災・安全担当
者、自治体関係者
③　放射線に関する基礎知識があり、放射線業務に従事しようとしている者又は放射線業務従事者

⑷　問合せ先・申し込み先
独立行政法人 放射線医学総合研究所　人材育成センター
〒 263-8555　千葉県千葉市稲毛区穴川 4丁目 9番 1号
（Tel:043-206-3048（ダイヤルイン）　 Fax:043-251-7819　　E-mail:training@nirs.go.jp）
URL: http://www.nirs.go.jp/information/training/index.shtml

２．（公財）原子力安全技術センター
⑴　概要
　　モニタリング業務に従事する地方公共団体職員に必要なモニタリング資機材の使用法、試料採取
及び測定等のモニタリングに関する基礎知識や、専門的な知識及び技術を習得することができる。

⑵　主な研修・講座（H25 年度実績※年度により内容が変更される場合がある。）
①　モニタリング実務基礎講座
②　モニタリング実務実践講座

⑶　対象者
①　モニタリング業務に従事する開催地域の地方公共団体職員
②　モニタリング実務基礎講座及び同等程度の研修を修了したモニタリング業務に従事する地方
公共団体職員

⑷　問い合わせ先・申込先
公益財団法人　原子力安全技術センター　原子力防災事業部　研修訓練部　研修課
〒 112 8604　東京都文京区白山 5-1-3-101　東京富山会館ビル（Tel：03-3814-6921　Fax：03-3814-6961）

【関係機関が実施している各研修及び講習】
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８．研修講座

３．（公財）原子力安全研究協会
⑴　概要
　原子力施設等立地道府県および隣接道府県を対象として、地域の緊急被ばく医療活動の実効性
を確保するために、地方公共団体職員、医療関係者（医師、看護師、診療放射線技師など）、搬
送関係者（消防、海上保安庁、自衛隊、警察など）に対して、それぞれの目的や知識・技術レベ
ルに応じた複数の研修講座を実施している。

⑵　主な研修講座（H25 年度実績）
総合研修 専門研修

放射線
基礎知識

被ばく医療
関係者の連携

スクリーニン
グ・除染 搬送 原子力災害時

医療
救護所
設置・運営

対
象

医療関係者（医師、看護
師、薬剤師、診療放射線
技師など）、地方公共団
体職員、自衛官、警察官、
消防士、救急救命士

医療関係者（医師、看護
師、薬剤師、診療放射線
技師など）、地方公共団
体職員、自衛官、警察官、
消防士、救急救命士

地方公共団体
職員、自衛官、
警察官、診療
放射線技師、
消防士

地方公共団体職
員、消防士、救急
救命士

医師、看護、診療
放射線技師、消防
士

地方公共団体職員

人
数 60 名／回程度 60 名／回程度

※各職種のバランスに配慮 20 名／回程度 20 名／回程度 20 名／回程度 20 名／回程度

目
的

原子力災害時に的確に業
務が遂行できるよう放射
線等に関する知識を正確
に理解すること

原子力災害時に迅速で的
確な連携がとれるよう、
対応を要する関係者がそ
れぞれの役割を理解し地
域ネットワークが構築さ
れていること

避難者等に対
する効率的な
スクリーニン
グ、簡易な除
染ができるこ
と

原子力災害時に汚
染の可能性のある
傷病者の迅速な搬
送ができること

原子力災害時に汚
染の可能性のある
傷病者への適切な
医療対応ができる
こと

汚染の可能性があ
る多数の避難者等
に係るスクリーニ
ング等を行う救護
所における資機材
レイアウト・救護
所の設営ができる
こと

内
容

放射性物質による汚染の
リスク、放射線の単位、
放射線の基礎知識、人体
への影響、安定ヨウ素剤
の服用方法等

原子力災害時における医
療活動の全体像・職種毎
の役割の把握、法体系の
整理等

サーベイメー
タを用いた測
定方法、測定
結果の評価・
記録方法、簡
易除染方法等

放射性物質に汚染
されている可能性
のある傷病者の搬
送方法・注意点等

放射性物質に汚染
されている可能性
のある傷病者への
対応、被ばく者へ
の対応・注意事項
等

救護所の設置・運
営方法等

⑶　問い合わせ先・申込み先
公益財団法人　原子力安全研究協会　放射線災害医療研究所
〒 105-0004　東京都港区新橋 5-18-7（Tel：03-5470-1982　　Fax：03-5470-1990）
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８．研修講座

４．（独）原子力安全基盤機構
　　（独）原子力安全基盤機構は、平成 26 年 3 月に原子力規制庁に統合されたことにより、研修体
制の見直しが行われているところです。

（参考）原子力防災訓練・研修の一覧（H25 年度実績）
研修名称 難易度 対象者 目　的

1 原子力防災
基礎研修 レベル1 原子力災害対策業務に初めて従事す

る行政、防災関係機関の職員
原子力災害対応の基礎、原子力災害の特徴を学習す
る。

2 災害対策
要員研修 レベル2 基礎研修が終了又は同等の能力を有

し、災害対策本部で要員として活動
する行政、防災関係機関の職員

対策本部要員として原子力災害対応能力を習得する。

3 本部図上訓練 レベル3 対策本部要員として必要となる運用知識・能力及び
専門知識・能力を習得する。

4 住民防護活動
要員専門研修 レベル 3

基礎研修が終了又は同等の能力を有
し、原子力災害時に住民防護活動を
行う実働機関の職員

住民防護活動を行う実働機関要員として、必要とな
る実践的な運用知識・能力及び専門知識・能力を習
得する。

5 訓練企画立案
専門研修 レベル 3

防災訓練・研修の企画立案を担当す
る防災専門官、自治体職員

原子力災害を対象とした訓練研修を企画立案する担
当者として、必要となる運用知識・能力及び専門知識・
能力を習得する。

　レベル 1：災害対策に全く従事したことがない、又は原子力災害の基礎知識を必要とされている方
　レベル 2：レベル 1の研修が終了し、災害対策本部等の意思決定機関等で活動する方
　レベル 3：責任者を補佐するなどの高度な能力を必要とする役割を担う方

５．消防大学校　実務講習　緊急消防援助隊教育科　NBCコース
　平成 26 年度における消防大学校の教育訓練は、次により実施する。
⑴　対象
①　防護服その他のNBC災害対応資機材を装備する隊の隊長及び若しくは隊員である者又はそ
の予定者
②　上記以外で、NBC災害に対応する隊の隊長等
③　消防学校においてNBC災害対策業務に関する教科を担当している者又は予定者

⑵　目的
NBC災害対応要員等に対し、その業務に必要な知識及び能力を習得させる。

⑶　カリキュラム
①　NBC災害の基礎理解、活動技術、活動訓練、図上訓練
②　NBC災害対応部隊活動の実務研究

⑷　実施回数　　年１回

⑸　研修期間　　平成 27 年 3 月 4 日から 3月 17 日まで

⑹　募集人数　　定員　66 名

⑺　問い合わせ及び申し込み先
消防大学校教務部（Tel：0422-46-1712　　Fax：0422-46-1988）
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９．緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）【取扱注意（内部資料）】

所在
道府県

オフサイトセンター
名　称 連絡先（TEL） 所在地 主な対象原子力事業所

北海道 北海道原子力防災センター 0135-74-2800 北海道岩内郡共和町宮丘261̶1 ・北海道電力㈱泊発電所

青森県

東通村防災センター 0175-28-5031 青森県下北群東通村大字砂子又字沢内5-35

・東北電力㈱東通原子力発電所
・日本原子力研究開発機構
・青森研究開発センターむつ事務所（関根施設）
・リサイクル燃料貯蔵㈱リサイクル燃料備蓄センター

六ヶ所オフサイトセンター 0175-72-3520 青森県上北群六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

・日本原燃㈱　ウラン濃縮工場、再処理工場、
低レベル放射性廃棄物埋設センター、高レベル放射性
廃棄物貯蔵管理センター
・（公財）核物質管理センター六ヶ所保障措置分析所

宮城県 宮城県原子力防災対策センター 022-783-7278
宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1
（独）費産業技術総合研究所東北センター
内（暫定施設）

・東北電力㈱女川原子力発電所

福島県 福島県原子力災害対策センター 024-521-7839 福島県福島市中町8-2福島県自治会館内（暫定施設）
・東京電力㈱福島第一原子力発電所
・東京電力㈱福島第二原子力発電所

茨城県 茨城県原子力オフサイトセンター 029-265-5852 茨城県ひたちなか市西十三奉行11601-12

・日本原子力発電㈱東海発電所
・日本原子力発電㈱東海第二発電所
・日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター原子力科学研究所
東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所
大洗研究開発センター
・三菱原子燃料㈱㈱
・ニュークリア・デベロップメント㈱
・国立大学法人東京大学大学院工学系
研究科原子力専攻（東京大学原子炉「弥生」）
・国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻
・核物質管理センター東海保障措置センター
・原子燃料工業㈱東海事業所
・日本核燃料開発㈱

新潟県 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター 0257-23-9798 新潟県柏崎市三和町5-48 ・東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所

神奈川県
神奈川県川崎オフサイトセンター 044-270-3184 神奈川県川崎市川崎区日ノ出1-1-6

・㈱東芝原子力技術研究所
・㈱東芝研究炉管理センター
・㈱日立製作所王禅寺センタ
・学校法人五島育英会東京都市大学原子力研究所

神奈川県横須賀オフサイトセンター 046-828-5822 神奈川県横須賀市日の出町1-4-7 ・㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
・学校法人立教学院立教大学原子力研究所

静岡県 静岡県浜岡原子力防災センター 0537-86-7429 静岡県御前崎市池新田5215-1 ・中部電力㈱浜岡原子力発電所

石川県 石川県志賀オフサイトセンター 0767-32-2323 石川県羽咋群志賀町安部屋亥34-1 ・北陸電力㈱志賀原子力発電所

福井県

福井県敦賀原子力防災センター 0770-25-8661 福井県敦賀市金山99－ 11-47

・日本原子力発電㈱敦賀発電所
・日本原子力研究開発機構
高速増殖炉研究開発センター
原子炉廃止措置研究開発センター

福井県美浜原子力防災センター 0770-37-2290 福井県三方郡美浜町佐田64号毛ノ鼻1-6 ・関西電力㈱美浜発電所

福井県大飯原子力防災センター 0770-77-1687 福井県大飯郡おおい町成和1-1-1 ・関西電力㈱大飯発電所

福井県高浜原子力防災センター 0770-72-8100 福井県大飯郡高浜町薗部35-14 ・関西電力㈱高浜発電所

大阪府
大阪府東大阪オフサイトセンター 06-6736-9112 大阪府東大阪市新上小阪1-3 ・近畿大学原子力研究所

大阪府熊取オフサイトセンター 072-451-0170 大阪府泉南郡熊取町朝代西2-1010-1 ・京都大学原子炉実験所
・原子燃料工業㈱熊取事業所

岡山県 上齋原オフサイトセンター 0868-44-7688 岡山県苫田群鏡野町上齋原514-1 ・日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター

島根県 島根県原子力防災センター 0852-22-1947 島根県松江市内中原町52 ・中国電力㈱島根原子力発電所

愛媛県 愛媛県オフサイトセンター 0894-38-1169 愛媛県西宇和群伊方町湊浦1993-1 ・四国電力㈱伊方発電所

佐賀県 佐賀県オフサイトセンター 0955-74-9050 佐賀県唐津市西浜町2-5 ・九州電力㈱玄海原子力発電所

鹿児島県 鹿児島県原子力防災センター 0996-23-1947 鹿児島県薩摩川内市神田町1-3 ・九州電力㈱川内原子力発電所
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１０．専門機関等連絡先【取扱注意（内部資料）】

関係専門機関

○（独）日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研修センター
災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、防災基本計画に基づく指定公共機関であり、技術支援活
動を行うための拠点；国、自治体等の要請を受け、技術的助言、放射線（能）測定、線量評価等を行う。
　TEL：029-265-5111（24 時間対応）、FAX：029-265-5110

○（独）放射線医学総合研究所（緊急被ばく医療研究センター）
災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、防災基本計画に基づく指定公共機関であり、三次
被ばく医療の中心的機関として、高度専門的な除染及び治療を実施するとともに、全国の初期・二
次被ばく医療機関に対し必要な支援及び助言を行う役割を担っている。
　TEL：043-206-3189（直）（24 時間対応）、FAX：043-284-1736

○（社）日本アイソトープ協会
日本アイソトープ協会は、アイソトープの利用に関する技術の向上及び普及を図ることを目的と
して、アイソトープ製品の供給から廃棄物処理まで、一貫した体制を通して活動している。不明放
射性物質の様々なトラブル対応等、アイソトープに関する相談にも応じている。
（相談窓口：医薬品・アイソトープ部放射線源課）
　TEL：03-5395-8031、FAX：03-5395-8054

○（財）放射線計測協会
放射線計測協会は、放射線測定の点検・校正、試料の放射能測定・核種分析を行っており、放射
線測定器の健全性のチェック、採取試料、バイオアッセイ等の放射能測定に対応が可能である。
TEL：029-282-5546、FAX：029-283-2157

関 係 省 庁

○総務省消防庁
　　（勤務時間中）

特殊災害室
TEL：03-5253-7528、FAX：03-5253-7538

（休日、夜間）
宿直室
TEL：03-5253-7777、FAX：03-5253-7553

応急対策室
TEL　03-5253-7527、FAX　03-5253-7537

○原子力規制委員会原子力規制庁　原子力防災政策課　事故対処室
（原子力発電所、再処理施設、加工施設、貯蔵施設、廃棄施設、研究用原子炉、核燃料使用施設、
放射性同位元素の安全確保）
TEL：03-5114-2110（24 時間）、FAX：03-5114-2192

○国土交通省大臣官房参事官（運輸安全防災）（放射性物質の運搬の安全確保）
     TEL：03-5253-8309、FAX：03-5253-1531

○厚生労働省　監視指導・麻薬対策課（放射性医薬品の安全確保）
     TEL：03-5253-5111（代）、FAX：03-3501-0034

（１）関係専門機関・関係省庁
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１０．専門機関等連絡先【取扱注意（内部資料）】

ブ
ロ
ッ
ク

道府県 原子力施設
被ばく医療機関

医療機関等名称 所在地 電話番号

東

日

本

ブ

ロ

ッ

ク

北海道 ・北海道電力㈱泊発電所

北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161

旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1-1-1 0166-65-2111

札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南1条西16-291 011-611-2111

国立病院機構北海道がんセンター（支援）札幌市白石区菊水4条2-3-54 011-811-9111

国立病院機構北海道医療センター（支援）札幌市西区山の手5条7-1-1 011-611-8111

青森県

・日本原燃㈱　ウラン濃縮工場、再処理工場、低レベル放射性
廃棄物埋設センター、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
・(公財 )核物質管理センター六ヶ所保障措置所
・東北電力㈱東通原子力発電所
・日本原子力研究開発機構　青森研究開発センター
　むつ事務所（関根施設）
・リサイクル燃料貯蔵㈱リサイクル燃料備蓄センター

弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53 0172-33-5111

八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1 0178-72-5111

青森県立中央病院 青森市東造道2-1-1 017-726-8111

宮城県 ・東北電力㈱女川原子力発電所

東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7000
国立病院機構仙台医療センター 仙台市宮城野区宮城野2-8-8 022-293-1111
地域医療センター
（宮城県立循環器・呼吸器病センター内）
*労働災害時は除く

栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3151

福島県 ・東京電力㈱福島第一原子力発電所
・東京電力㈱福島第二原子力発電所 福島県立医科大学附属病院 福島市光が丘1 024-547-1111

茨城県

・日本原子力発電㈱東海発電所
・日本原子力発電㈱東海第二発電所
・日本原子力研究開発機構
　東海研究開発センター原子力科学研究所
　東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所
　大洗研究開発センター
・三菱原子燃料㈱
・ニュークリア・デベロップメント㈱
・国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻

（東京大学原子炉「弥生」）
・国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻
・核物質管理センター東海保障措置センター
・原子燃料工業㈱東海事業所
・日本核燃料開発㈱

茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528 0296-77-1121

国立病院機構水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷280番地 029-240-7711

神奈川県

・㈱東芝原子力技術研究所
・㈱東芝研究炉管理センター
・㈱日立製作所王禅寺センタ
・学校法人五島育英会東京都市大学原子力研究所
・㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
・学校法人立教学院立教大学原子力研究所

北里大学病院 相模原市南区北里1-15-1 042-778-8111

静岡県 ・中部電力㈱浜岡原子力発電所
静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111
浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山1-20-1 053-435-2111

新潟県 ・東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟市中央区川岸町2-15-3 025-266-5111

西

日

本

ブ

ロ

ッ

ク

石川県 ・北陸電力㈱志賀原子力発電所
金沢大学附属病院 金沢市宝町13-1 076-265-2000
国立病院機構金沢医療センター 金沢市下石引町1-1 076-262-4161
石川県立中央病院 金沢市鞍月東2-1 076-237-8211

福井県

・日本原子力発電㈱敦賀発電所
・日本原子力研究開発機構
　高速増殖炉研究開発センター
原子炉廃止措置研究開発センター
・関西電力㈱美浜発電所
・関西電力㈱大飯発電所
・関西電力㈱高浜発電所

福井県立病院緊急時医療対策施設 福井市四ツ井2-8-1 0776-54-5151

福井大学医学部附属病院（支援） 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111

京都県 ・関西電力㈱大飯発電所
・関西電力㈱高浜発電所 国立病院機構京都医療センター 京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161

大阪府
・近畿大学原子力研究所
・京都大学原子炉実験所
・原子燃料工業㈱熊取事業所

国立病院機構大阪医療センター 大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331

鳥取県 ・中国電力㈱島根原子力発電所
鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36番地の1 0859-33-1111
鳥取県立中央病院 鳥取市江津730 0857-26-2271

島根県 ・中国電力㈱島根原子力発電所
島根県立中央病院 出雲市姫原4-1-1 0853-22-5111
島根大学医学部附属病院（協力） 出雲市塩冶町89-1 0853-23-2111

岡山県 ・日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター 国立病院機構岡山医療センター 岡山市北区田益1711-1 086-294-9911

愛媛県 ・四国電力㈱伊方発電所
愛媛県立中央病院 松山市春日町83番地 089-947-1111
愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111
松山赤十字病院 松山市文京町1番地 089-924-1111

佐賀県 ・九州電力㈱玄海原子力発電所 唐津赤十字病院 唐津市二夕子1-5-1 0955-72-5111
佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町大字中原400 0952-24-2171

長崎県 ・九州電力㈱玄海原子力発電所
国立病院機構長崎医療センター 大村市久原2-1001-1 0957-52-3121
長崎大学病院 長崎市坂本1-7-1 095-819-7200

鹿児島県 ・九州電力㈱川内原子力発電所
済生会川内病院（二次被ばく医療施設） 薩摩川内市原田町2-46 0996-23-5221
鹿児島大学病院（後方支援医療機関） 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 099-275-5111

日本全体及び東日本ブロック 放射線医学総合研究所 千葉市稲毛区穴川4-9-1 043-206-3189

西日本ブロック 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 082-257-5586

※　地域防災計画改訂により、今後変更される可能性がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 26 年 3 月時点）
　※　地域防災計画等に基づき作成（医療機関は二次被ばく医療機関以上）
　※　放射線医学総合研究所及び広島大学は三次被ばく医療機関

（２）主な被ばく医療機関一覧
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